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No.31

平成16 平成17 平成18 平成19

5,100

0

2.50

0

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

0

0

10,200

5.00

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

0

0

年        度

－

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

受給資格者が、公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受けることとなったときに、速やかに「公共職業訓練等
受講届・通所届」を管轄公共職業安定所に提出する。
（主な利用者：受給資格者、代理申請率：ほとんどない）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

公共職業訓練等受講届及び同通所届

204,000件

雇用保険法（昭和49年法律第116号）第15条第3項、雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令第3号）第21条

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

申請者本人の電子署名及び代理人の電子署名
（紙の場合は申請者本人と代理人の記名押印又は自筆によ
る署名（本人であることの確認が十分にできれば種類を問
わない））

①受給資格者証（オンライン化未対応）

電子署名
（紙の場合は記名押印又は自筆による署名（本人であるこ
との確認が十分にできれば種類を問わない））

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

◎添付書類のうち、①は不要とする（平成18年5月）。（→
平成18年5月に措置済。）

－

7.50

15,300

－

－

－

－

－

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。
（→電子申請システムのe-Govへの移行に合わせて対応する
べく準備中。)
◎オンライン申請受付システムについて、利用者視点に立っ
た手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に行え
るような仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平
成18年度）。（→平成18年10月、システム改修に着手。平成
19年度に引き続き検討。）
◎地方での申請窓口に端末を設置し、電子申請を行うことが
できるようにすることについて検討する（最適化計画に基づ
き、平成23年度末までのできる限り早期）。（→職業安定行
政関係業務の業務・システム最適化計画に基づき検討中。）

－

平日8:30～17:00

－

－

24時間365日

－ ◎利用者に対するアンケート調査により、インセンティブの
具体的な内容を把握し、その実現可能性について検討する
（平成18年度）。（→平成18年2月、アンケート調査を実
施。結果を踏まえた追加方策の検討について実施済。）

－

◎申請データ仕様の公開

そ　　　 の　　　 他

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

－

－

◎公共職業安定所の窓口において、電子申請に係るポスター
を掲示するとともに、より効果的なホームページでの利用勧
奨を行う（平成18年4月）。（→平成18年5月に措置済）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとと
もに、厚生労働省ホームページに同手引書その他利用者向け
の情報を掲載する（平成18年度）。（→平成19年1月、電子
申請に関する手引書を作成・配布するとともに、厚生労働省
ホームページに掲載。引き続き、ホームページに掲載すると
ともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎一層の電子(オンライン)申請手続きの利用促進をはかるた
め、公共職業安定所の他、労働基準監督署、社会保険事務所
等地方機関の窓口において、相互の手続について利用勧奨を
行う（平成18年度）。（→省内に設置した部局間連携推進分
科会において検討中。各地方機関において相互で扱う手続の
利用勧奨に利用できるよう共通のリーフレットを作成。）
◎雇用保険関係の電子申請に係るリーフレットを作成・配布
し、公共職業安定所において積極的な利用勧奨を図る（平成
18年11月より）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用の
パンフレットを作成し、厚生労働省電子申請・届出システム
からの移行をスムーズに行う（平成19年度）。

※オンライン申請に係る業務効率化を図ることとし、それに
よる具体的な業務処理時間削減効果を明示する（平成18年
中）。
※国・地方公共団体において、5年後にオンライン利用率
50％以上の達成に向けて取り組むことにより、認証基盤の普
及等が図られることを見込んで目標を設定。



No.32

平成16 平成17 平成18 平成19

3,700

0

2.50

0

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

7.50

11,1000

0

7,400

5.00

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

0

0

年        度

そ　　　 の　　　 他

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

－

－

◎公共職業安定所の窓口において、電子申請に係るポスター
を掲示するとともに、より効果的なホームページでの利用勧
奨を行う（平成18年4月）。（→平成18年5月に措置済）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとと
もに、厚生労働省ホームページに同手引書その他利用者向け
の情報を掲載する（平成18年度）。（→平成19年1月、電子申
請に関する手引書を作成・配布するとともに、厚生労働省
ホームページに掲載。引き続き、ホームページに掲載すると
ともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎一層の電子(オンライン)申請手続きの利用促進をはかるた
め、公共職業安定所の他、労働基準監督署、社会保険事務所
等地方機関の窓口において、相互の手続について利用勧奨を
行う（平成18年度）。（→省内に設置した部局間連携推進分
科会において検討中。各地方機関において相互で扱う手続の
利用勧奨に利用できるよう共通のリーフレットを作成。）
◎雇用保険関係の電子申請に係るリーフレットを作成・配布
し、公共職業安定所において積極的な利用勧奨を図る（平成
18年11月より）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパ
ンフレットを作成し、厚生労働省電子申請・届出システムか
らの移行をスムーズに行う（平成19年度）。

※オンライン申請に係る業務効率化を図ることとし、それに
よる具体的な業務処理時間削減効果を明示する（平成18年
中）。
※国・地方公共団体において、5年後にオンライン利用率50％
以上の達成に向けて取り組むことにより、認証基盤の普及等
が図られることを見込んで目標を設定。

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。
（→電子申請システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべ
く準備中。)
◎オンライン申請受付システムについて、利用者視点に立っ
た手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に行え
るような仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平
成18年度）。（→平成18年10月、システム改修に着手。平成
19年度に引き続き検討。）
◎地方での申請窓口に端末を設置し、電子申請を行うことが
できるようにすることについて検討する（最適化計画に基づ
き、平成23年度末までのできる限り早期）。（→職業安定行
政関係業務の業務・システム最適化計画に基づき検討中。）

原則として即時処理

平日8:30～17:00

－

－

24時間365日

－ ◎利用者に対するアンケート調査により、インセンティブの
具体的な内容を把握し、その実現可能性について検討する
（平成18年度）。（→平成18年2月、アンケート調査を実施。
結果を踏まえた追加方策の検討について実施済。）

原則として即時処理

◎申請データ仕様の公開

－

－

－

－

－

申請者本人の電子署名及び代理人の電子署名
（紙の場合は申請者本人と代理人の記名押印又は自筆によ
る署名）

①受給資格者証（求職者給付の受給資格決定を受けている
場合）（オンライン化未対応）
②保管するすべての離職票－1及び離職票－2（求職者給付
の受給資格決定を受けていない場合）（オンライン化未対
応）
③延長事由が明らかになる書類（母子健康手帳、医師の診
断書）（オンライン化済）

電子署名
（紙の場合は記名押印又は自筆による署名（本人であるこ
との確認が十分にできれば種類を問わない））

【省略できない理由・オンライン化できない理由】
②その者が受給資格を有する者であることの確認、受給資格に係る離職の日等の確認のために必要な書類であるが、この
事実を確認するに当たり、当該書類を添付させることが、最も簡便な方法であるため。
③基本手当の支給を受けることができる期間（受給期間）は、原則として受給資格に係る離職の日の翌日から1年間である
が、当該受給期間内に、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合に
は、一定期間（最大3年）受給期間の延長が認められることから、その際における延長事由の確認のために必要な書類であ
るが、この事実を確認するに当たり、当該書類を添付させることが、最も簡便な方法であるため。

－

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

受給期間延長の申請

148,000件

雇用保険法（昭和49年法律第116号）第20条、雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令第3号）第31条、第31条の3

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

－

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

①被保険者であった者又は受給資格者が、受給期間内に、妊娠・出産・育児等の理由により引き続き30日以上職業に就く
ことができない日がある場合、その要件に該当するに至った日の翌日から起算して1ヵ月以内に、又は②受給資格に係る離
職が定年等の理由による者が当該離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合、定年等の理由により離職し
た日の翌日から起算して2ヵ月以内に、「受給期間延長申請書」を住居所を管轄する公共職業安定所に提出する。
（主な利用者：受給資格者、代理申請率：ほとんどない）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

◎添付書類のうち、①は不要とする（平成18年5月）。（→平
成18年5月に措置済。）



No.33

平成16 平成17 平成18 平成19

9,525

0

2.50

0

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

0

0

19,050

5.00

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

0

0

年        度

－

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上である受給資格者が、安定した就職（就業又は事業開始）
をした場合、就職日又は事業開始日の翌日から起算して1ヵ月以内に、「再就職手当支給申請書」を、その者の住居所を管轄す
る公共職業安定所に提出する。
（主な利用者：受給資格者、代理申請率：ほとんどない）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

再就職手当の申請

381,000件

雇用保険法（昭和49年法律第116号）第56条の2、雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令第3号）第82条の7

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

申請者本人の電子署名及び代理人の電子署名
（紙の場合は申請者本人と代理人の記名押印又は自筆によ
る署名）

①受給資格者証（オンライン化未対応）
②安定した職業に就いたことの確認資料（雇用契約書、雇
入通知書等）（事業を開始した場合を除く）（オンライン
化済）
③離職前事業主と再就職先事業所が関連がない旨の証明
（事業を開始した場合を除く）（オンライン化済）
④雇用保険適用事業所設置届事業主控（雇用保険適用事業
の事業主となった場合）（オンライン化済）
⑤事業の開始、事業内容及び事業所の実在が確認できる書
類（法人登記簿謄本、所得税法に基づき税務署に提出した
開業届の写し（個人事業主の場合）、営業許可証等）（雇
用保険適用事業以外の事業主となった場合）（オンライン
化済）

電子署名
（紙の場合は記名押印又は自筆による署名（本人であるこ
との確認が十分にできれば種類を問わない））

【省略できない理由・オンライン化できない理由】
②労働契約の期間及び労働時間の確認のために必要な書類であるが、この事実を確認するに当たり、当該書類を添付させること
が、最も簡便な方法であるため。
③離職前事業主と再就職先事業主が関連事業主であるか否かの確認のために必要な書類であるが、この事実を確認するに当た
り、当該書類を添付させることが、最も簡便な方法であるため。
⑤事業の開始、事業内容及び事業所が実在することの確認のために必要な書類であるが、この事実を確認するに当たり、当該書
類を添付させることが、最も簡便な方法であるため。

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

◎添付書類のうち、①及び④は不要とする（平成18年5月）。（→
平成18年5月に措置済。）

－

7.50

28,575

－

◎現状要している処理時間の短縮を図る。

－

－

－

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電
子申請システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。)
◎オンライン申請受付システムについて、利用者視点に立った手続
案内、企業内データを活用した申請等が効率的に行えるような仕様
の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18年度）。（→平
成18年10月、システム改修に着手。平成19年度に引き続き検討。）
◎地方での申請窓口に端末を設置し、電子申請を行うことができる
ようにすることについて検討する（最適化計画に基づき、平成23年
度末までのできる限り早期）。（→職業安定行政関係業務の業務・
システム最適化計画に基づき検討中。）

1ヵ月
（標準処理期間）

平日8:30～17:00

－

－

24時間365日

－ ◎利用者に対するアンケート調査により、インセンティブの具体的
な内容を把握し、その実現可能性について検討する（平成18年
度）。（→平成18年2月、アンケート調査を実施。結果を踏まえた
追加方策の検討について実施済。）

1ヵ月
（標準処理期間）

◎申請データ仕様の公開

そ　　　 の　　　 他

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

－

－

◎公共職業安定所の窓口において、電子申請に係るポスターを掲示
するとともに、より効果的なホームページでの利用勧奨を行う（平
成18年4月）。（→平成18年5月に措置済）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、
厚生労働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載
する（平成18年度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書
を作成・配布するとともに、厚生労働省ホームページに掲載。引き
続き、ホームページに掲載するとともに、利用者向け情報の充実を
図る。）
◎一層の電子(オンライン)申請手続きの利用促進をはかるため、公
共職業安定所の他、労働基準監督署、社会保険事務所等地方機関の
窓口において、相互の手続について利用勧奨を行う（平成18年
度）。（→省内に設置した部局間連携推進分科会において検討中。
各地方機関において相互で扱う手続の利用勧奨に利用できるよう共
通のリーフレットを作成。）
◎雇用保険関係の電子申請に係るリーフレットを作成・配布し、公
共職業安定所において積極的な利用勧奨を図る（平成18年11月よ
り）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフ
レットを作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行を
スムーズに行う（平成19年度）。

※オンライン申請に係る業務効率化を図ることとし、それによる具
体的な業務処理時間削減効果を明示する（平成18年中）。
※国・地方公共団体において、5年後にオンライン利用率50％以上
の達成に向けて取り組むことにより、認証基盤の普及等が図られる
ことを見込んで目標を設定。



No.34

平成16 平成17 平成18 平成19

50

0

2.50

0

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

7.50

1501
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目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

0

0

年        度

そ　　　 の　　　 他

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

－

－

◎公共職業安定所の窓口において、電子申請に係るポスターを掲示するとともに、より効果的なホーム
ページでの利用勧奨を行う（平成18年4月）。（→平成18年5月に措置済）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚生労働省ホームページに同手引書
その他利用者向けの情報を掲載する（平成18年度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作
成・配布するとともに、厚生労働省ホームページに掲載。引き続き、ホームページに掲載するととも
に、利用者向け情報の充実を図る。）
◎一層の電子(オンライン)申請手続きの利用促進をはかるため、公共職業安定所の他、労働基準監督
署、社会保険事務所等地方機関の窓口において、相互の手続について利用勧奨を行う（平成18年度）。
（→省内に設置した部局間連携推進分科会において検討中。各地方機関において相互で扱う手続の利用
勧奨に利用できるよう共通のリーフレットを作成。）
◎雇用保険関係の電子申請に係るリーフレットを作成・配布し、公共職業安定所において積極的な利用
勧奨を図る（平成18年11月より）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフレットを作成し、厚生労働省電子申
請・届出システムからの移行をスムーズに行う（平成19年度）。

※オンライン申請に係る業務効率化を図ることとし、それによる具体的な業務処理時間削減効果を明示
する（平成18年中）。
※オンライン利用率の設定に当たっては、電子申請が可能なものを分母として算出している。
※国・地方公共団体において、5年後にオンライン利用率50％以上の達成に向けて取り組むことによ
り、認証基盤の普及等が図られることを見込んで目標を設定。

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子申請システムのe-Govへの移行に
合わせて対応するべく準備中。)
◎オンライン申請受付システムについて、利用者視点に立った手続案内、企業内データを活用した申請
等が効率的に行えるような仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18年度）。（→平成18
年10月、システム改修に着手。平成19年度に引き続き検討。）
◎地方での申請窓口に端末を設置し、電子申請を行うことができるようにすることについて検討する
（最適化計画に基づき、平成23年度末までのできる限り早期）。（→職業安定行政関係業務の業務・シ
ステム最適化計画に基づき検討中。）

15日
（標準処理期間）

平日8:30～17:00

－

－

24時間365日

◎申請データ仕様の公開 ◎利用者に対するアンケート調査により、インセンティブの具体的な内容を把握し、その実現可能性に
ついて検討する（平成18年度）。（→平成18年2月、アンケート調査を実施。結果を踏まえた追加方策
の検討について実施済。）

15日
（標準処理期間）

－

－

◎現状要している処理時間の短縮を図る。

－

－

－

申請者本人の電子署名及び代理人の電子署名
（紙の場合は申請者本人と代理人の記名押印又は自筆による署名）

①教育訓練施設の長の発行する教育訓練修了証明書（オンライン化未対
応）
②教育訓練施設の長の発行する教育訓経費に係る領収書、施設の発行す
るクレジット契約証明書（必要事項を施設が付記したクレジット伝票で
も可）又は郵便振替払込金証明書（郵便振替払込受領証）（教育訓練施
設が日本郵政公社の私製承認を得て作成した5連（又は4連）式の郵便振
替用紙によって支払いが行われた場合で必要条件を満たしているもの）
（オンライン化未対応）
③雇用保険被保険者証又は雇用保険受給資格者証（オンライン化済）
④払渡希望金融機関の口座に係る被保険者名義の通帳（払渡希望金融機
関に記入があり、金融機関の電子署名がない場合）（オンライン化済）
⑤教育訓練給付適用対象期間延長通知書（教育訓練給付適用対象期間延
長措置を受けていた場合）（オンライン化未対応）
⑥教育訓練施設の長の発行する返還金明細書（「領収書」、「クレジッ
ト契約証明書」が発行された後で、受講料の値引き等により、教育訓練
経費の一部が教育訓練施設から本人に対して還付された（される）場
合）（オンライン化未対応）
⑦支給申請期限内に公共職業安定所に出頭して申請することができない
理由を記載した証明書（医師の診断書等）（オンライン化未対応）

電子署名
（紙の場合は記名押印又は自筆による署名（本人であることの確認が十
分にできれば種類を問わない））

【省略できない理由・オンライン化できない理由】
①教育訓練施設の学則や教育規定等により定められた修了認定基準を満たし、これに基づいて当該教育訓練を適正に修了した者であることの確認のために必要な書類であるが、
この事実を確認するに当たり、当該書類を添付させることが、最も簡便な方法であるため。
②教育訓練施設の名称、受講者氏名、領収額、領収日、領収印、教育訓練講座名等の確認のために必要な書類であるが、この事実を確認するに当たり、当該書類を添付させるこ
とが、最も簡便な方法であるため。
④教育訓練給付金の本人希望口座振込先の確認のために必要な書類であるが、この事実を確認するに当たり、当該書類を添付させることが、最も簡便な方法であるため。
⑤基準日において一般被保険者でない者が、教育訓練給付の支給対象者となるためには、基準日の直前の一般被保険者でなくなった日が基準日以前1年以内にあることが必要であ
るが、当該基準日の直前の一般被保険者でなくなった日から1年以内に、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日があ
る場合には、当該一般被保険者でなくなった日から基準日までの教育訓練給付の対象となり得る期間（以下「適用対象期間」という。）分延長ができ、その際における適用対象
期間の確認のために必要な書類であるが、この事実を確認するに当たり、当該書類を添付させることが、最も簡便な方法であるため。
⑥「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で、受講料の値引き等により、教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して還付された（される）場合におけ
る還付金の確認のために必要な書類であるが、この事実を確認するに当たり、当該書類を添付させることが、最も簡便な方法であるため。
⑦支給申請は、受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に行わなければならないが、その間に、天災、その他、支給申請書を提出しなかったことにやむを得ない理由がある場合
には、支給申請期限を徒過しても、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内に当該支給申請書を提出できるため、その際の「やむを得ない理由」の確認のために必要な書
類であるが、この事実を確認するに当たり、当該書類を添付させることが、最も簡便な方法であるため。

－

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

教育訓練給付金の申請

371,000件
うち電子申請が可能なもの　2,000件

雇用保険法（昭和49年法律第116号）第60条の2、雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令第3号）第101条の2の8

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

－

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、その受講修了日の翌日から起算し
て1ヵ月以内に「教育訓練給付金支給申請書」を、その者の住居所を管轄する公共職業安定所に提出する。なお、疾病又は負傷その他やむを得ない理由があると認められる場合の
み電子申請が可能。
（主な利用者：被保険者、代理申請率：ほとんどない）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

◎添付書類のうち、③は不要とする（平成18年5月）。（→平成18年5月に措置済。）
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目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

6

0

年        度

－

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

一般被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金が75％未満に低下した状態で働き続ける場合、初回については最初に支給を受けようとする支給申請
月の初日から起算して4ヵ月以内に、次回以降の申請は、公共職業安定所長の指定する申請月中に、「高年齢雇用継続基本給付金支給申請書」を、
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出する。
（主な利用者：事業主(事業所の代理人含む)、代理申請率：社会保険労務士が提出代行等する場合 約2割）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

高年齢雇用継続基本給付金の申請

2,129,000件

雇用保険法（昭和49年法律第116号）第61条、雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令第3号）第101条の5

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

申請者本人の電子署名及び代理人の電子署名
（紙の場合は申請者本人と代理人の記名押印又は自筆によ
る署名（本人であることの確認が十分にできれば種類を問
わない））

①支給申請書に記載した賃金額等記載内容を確認できる書
類（賃金台帳、出勤簿等）（オンライン化済）
②支給申請に係る承諾書（事業主が申請を行う場合であっ
て、事業所の他の被保険者も含め未提出の場合）（オンラ
イン化済）

電子署名
（紙の場合は記名押印又は自筆による署名（本人であるこ
との確認が十分にできれば種類を問わない））

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

◎安定所における過去の取扱実績からみて、提出された届書の記載内容に信頼性が高
いと認められる社会保険労務士から届書が提出された場合に、関係書類の提出を省略
できる仕組みを設ける（平成18年4月に措置）。（→平成18年4月に措置済。）

－

25.00

532,250

－

◎現状要している処理時間の短縮を図る。

－

－

－

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子申請システムの
e-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。)
◎オンライン申請受付システムについて、利用者視点に立った手続案内、企業内デー
タを活用した申請等が効率的に行えるような仕様の公開など、便利で使いやすいもの
とする（平成18年度）。（→平成18年10月、システム改修に着手。平成19年度に引き
続き検討。）
◎地方での申請窓口に端末を設置し、電子申請を行うことができるようにすることに
ついて検討する（最適化計画に基づき、平成23年度末までのできる限り早期）。（→
職業安定行政関係業務の業務・システム最適化計画に基づき検討中。）

15日
（標準処理期間）

平日8:30～17:00

◎社会保険労務士が事業主の提出代行等を行う場合においては、事業主の署名に代わ
る措置として、電子署名のほか、識別番号・暗証番号（ID・パスワード）の入力によ
ることも可能とする。（→平成19年9月からの実施を検討中）

－

24時間365日

－ ◎利用者に対するアンケート調査により、インセンティブの具体的な内容を把握し、
その実現可能性について検討する（平成18年度）。（→平成18年2月、アンケート調
査を実施。結果を踏まえた追加方策の検討について実施済。）
◎電子証明書の取得費用等に対する税額控除の措置について税制改正要望を実施（既
存税制で対応との結論）。

15日
（標準処理期間）

◎申請データ仕様の公開

そ　　　 の　　　 他

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

－

－

◎公共職業安定所の窓口において、電子申請に係るポスターの掲示の他、事業主説明
会や窓口でのやり取り等事業主と接するあらゆる機会を通じ電子申請の利用勧奨を行
う（平成18年4月）。（→平成18年5月及び12月に措置済）
◎電子申請が可能である旨を届出様式等で周知するとともに、より効果的なホーム
ページでの周知を図る（平成18年4月）。（→平成18年4月に措置済。）
◎全国社会保険労務士会連合会に委託して実施する雇用保険コンサルティング事業に
より、雇用保険の各種手続に係る電子申請の周知活動を実施する（平成18年4月）。
（→平成18年4月に措置済。）
◎社団法人全国労働保険事務組合連合会に委託して実施する雇用保険活用援助事業に
より、雇用保険の各種手続に係る電子申請の周知活動を実施する（平成18年4月）。
（→平成18年4月に措置済。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚生労働省ホーム
ページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する（平成18年度）。（→平成19年
1月、電子申請に関する手引書を作成・配布するとともに、厚生労働省ホームページ
に掲載。引き続き、ホームページに掲載するとともに、利用者向け情報の充実を図
る。）
◎労働保険料の申告書を事業主に送付する際、電子申請に係るリーフレットを同封
し、周知を行う（平成18年度）。（→平成18年4月に措置済。）
◎一層の電子(オンライン)申請手続きの利用促進をはかるため、公共職業安定所の
他、労働基準監督署、社会保険事務所等地方機関の窓口において、相互の手続につい
て利用勧奨を行う（平成18年度）。（→省内に設置した部局間連携推進分科会におい
て検討中。各地方機関において相互で扱う手続の利用勧奨に利用できるよう共通の
リーフレットを作成。）
◎雇用保険関係の電子申請に係るリーフレットを作成・配布し、公共職業安定所にお
いて積極的な利用勧奨を図る（平成18年11月より）。
◎社会保険及び労働保険関係手続のオンライン利用の広報に関する共通のリーフレッ
トを作成し、年度更新関係書類に同封（平成19年2～3月）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフレットを作成し、
厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をスムーズに行う（平成19年度）。

※オンライン申請に係る業務効率化を図ることとし、それによる具体的な業務処理時
間削減効果を明示する（平成18年中）。



No.36

平成16 平成17 平成18 平成19

20,600

27

5.00

0.007

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

25.00

103,00019

0.005

61,800

15.00

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

1

0

年        度

そ　　　 の　　　 他

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

－

－

◎公共職業安定所の窓口において、電子申請に係るポスターの掲示の他、事業主説明会
や窓口でのやり取り等事業主と接するあらゆる機会を通じ電子申請の利用勧奨を行う
（平成18年4月）。（→平成18年5月及び12月に措置済）
◎電子申請が可能である旨を届出様式等で周知するとともに、より効果的なホームペー
ジでの周知を図る（平成18年4月）。（→平成18年4月に措置済。）
◎全国社会保険労務士会連合会に委託して実施する雇用保険コンサルティング事業によ
り、雇用保険の各種手続に係る電子申請の周知活動を実施する（平成18年4月）。（→
平成18年4月に措置済。）
◎社団法人全国労働保険事務組合連合会に委託して実施する雇用保険活用援助事業によ
り、雇用保険の各種手続に係る電子申請の周知活動を実施する（平成18年4月）。（→
平成18年4月に措置済。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚生労働省ホーム
ページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する（平成18年度）。（→平成19年1
月、電子申請に関する手引書を作成・配布するとともに、厚生労働省ホームページに掲
載。引き続き、ホームページに掲載するとともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎労働保険料の申告書を事業主に送付する際、電子申請に係るリーフレットを同封し、
周知を行う（平成18年度）。（→平成18年4月に措置済。）
◎一層の電子(オンライン)申請手続きの利用促進をはかるため、公共職業安定所の他、
労働基準監督署、社会保険事務所等地方機関の窓口において、相互の手続について利用
勧奨を行う（平成18年度）。（→省内に設置した部局間連携推進分科会において検討
中。各地方機関において相互で扱う手続の利用勧奨に利用できるよう共通のリーフレッ
トを作成。）
◎雇用保険関係の電子申請に係るリーフレットを作成・配布し、公共職業安定所におい
て積極的な利用勧奨を図る（平成18年11月より）。
◎社会保険及び労働保険関係手続のオンライン利用の広報に関する共通のリーフレット
を作成し、年度更新関係書類に同封（平成19年2～3月）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフレットを作成し、厚
生労働省電子申請・届出システムからの移行をスムーズに行う（平成19年度）。

※オンライン申請に係る業務効率化を図ることとし、それによる具体的な業務処理時間
削減効果を明示する（平成18年中）。

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子申請システムのe-
Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。)
◎オンライン申請受付システムについて、利用者視点に立った手続案内、企業内データ
を活用した申請等が効率的に行えるような仕様の公開など、便利で使いやすいものとす
る（平成18年度）。（→平成18年10月、システム改修に着手。平成19年度に引き続き検
討。）
◎地方での申請窓口に端末を設置し、電子申請を行うことができるようにすることにつ
いて検討する（最適化計画に基づき、平成23年度末までのできる限り早期）。（→職業
安定行政関係業務の業務・システム最適化計画に基づき検討中。）

15日
（標準処理期間）

平日8:30～17:00

◎社会保険労務士が事業主の提出代行等を行う場合においては、事業主の署名に代わる
措置として、電子署名のほか、識別番号・暗証番号（ID・パスワード）の入力によるこ
とも可能とする。（→平成19年9月からの実施を検討中）

－

24時間365日

－ ◎利用者に対するアンケート調査により、インセンティブの具体的な内容を把握し、そ
の実現可能性について検討する（平成18年度）。（→平成18年2月、アンケート調査を
実施。結果を踏まえた追加方策の検討について実施済。）
◎電子証明書の取得費用等に対する税額控除の措置について税制改正要望を実施（既存
税制で対応との結論）。

15日
（標準処理期間）

◎申請データ仕様の公開

－

◎現状要している処理時間の短縮を図る。

－

－

－

申請者本人の電子署名及び代理人の電子署名
（紙の場合は申請者本人と代理人の記名押印又は自筆によ
る署名（本人であることの確認が十分にできれば種類を問
わない））

①支給申請書に記載した賃金額等記載内容を確認できる書
類（賃金台帳、出勤簿等）（オンライン化済）
②支給申請に係る承諾書（事業主が申請を行う場合であっ
て、事業所の他の被保険者も含め未提出の場合）（オンラ
イン化済）

電子署名
（紙の場合は記名押印又は自筆による署名（本人であるこ
との確認が十分にできれば種類を問わない））

－

－

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

育児休業基本給付金の申請

412,000件

雇用保険法（昭和49年法律第116号）第61条の4、雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令第3号）第101条の13

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

－

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

一般被保険者が、1歳未満の子を養育するための休業（その後の期間において保育所における保育の実施が行われない等の理由により休業を取得す
る場合は1歳6ヵ月未満の子を養育するための休業）を取得した場合、初回については最初に支給を受けようとする支給単位期間の初日（育児休業開
始日）から起算して4ヵ月を経過する日の属する月の末日までに、次回以降の申請については、公共職業安定所長の指定する期間に、「育児休業基
本給付金支給申請書」を、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出する。
（主な利用者：事業主(事業所の代理人含む)、代理申請率：社会保険労務士が提出代行等する場合 約2割）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

◎安定所における過去の取扱実績からみて、提出された届書の記載内容に信頼性が高い
と認められる社会保険労務士から届書が提出された場合に、関係書類の提出を省略でき
る仕組みを設ける（平成18年4月に措置）。（→平成18年4月に措置済。）



No.37

平成16 平成17 平成18 平成19

19,900

4

5.00

0.002

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

0

0

59,700

15.00

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

0

0

年        度

－

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

被保険者が、最初に高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするとき又は最初の支給申請書提出時に、「高年齢雇用継続給付受給資格確認
票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書」、「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」を、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定
所に提出する。
（主な利用者：事業主(事業所の代理人含む)、代理申請率：社会保険労務士が提出代行等する場合 約2割）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認

398,000件

雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令第3号）第101条の5第1項、第101条の8、職業安定局長通達（平成7年3月31日付職発第218号）

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

申請者本人の電子署名及び代理人の電子署名
（紙の場合は申請者本人と代理人の記名押印又は自筆によ
る署名（本人であることの確認が十分にできれば種類を問
わない））

①六十歳到達時等賃金証明書に記載された賃金支払い状況
の内容が確認できる書類（賃金台帳、労働者名簿、出勤
簿、タイムカード等）（オンライン化済）
②被保険者の年齢が確認できる書類（運転免許証、住民票
の写し等）（被保険者の電子署名が付与されており、その
電子証明書により被保険者の生年月日が確認できる場合は
不要）（オンライン化済）
③直前の被保険者資格喪失の日前の賃金支払い状況を記し
た雇用保険被保険者離職票－2または被保険者期間等証明書
（60歳到達時に被保険者でなかった者が、その後基本手当
の支給を受けることなく再就職して被保険者となった場
合）（オンライン化未対応）
④払渡希望金融機関の口座に係る被保険者名義の通帳（払
渡希望金融機関に記入があり、金融機関の電子署名がない
場合）（オンライン化済）

電子署名
（紙の場合は記名押印又は自筆による署名（本人であるこ
との確認が十分にできれば種類を問わない））

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

◎安定所における過去の取扱実績からみて、提出された届書の記載内容に信頼性が高い
と認められる社会保険労務士から届書が提出された場合に、関係書類の提出を省略でき
る仕組みを設ける（平成18年4月に措置）。（→平成18年4月に措置済。）

－

25.00

99,500

－

－

－

－

－

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子申請システムのe-
Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。)
◎オンライン申請受付システムについて、利用者視点に立った手続案内、企業内データ
を活用した申請等が効率的に行えるような仕様の公開など、便利で使いやすいものとす
る（平成18年度）。（→平成18年10月、システム改修に着手。平成19年度に引き続き検
討。）
◎地方での申請窓口に端末を設置し、電子申請を行うことができるようにすることにつ
いて検討する（最適化計画に基づき、平成23年度末までのできる限り早期）。（→職業
安定行政関係業務の業務・システム最適化計画に基づき検討中。）

15日
（標準処理期間）

平日8:30～17:00

◎社会保険労務士が事業主の提出代行等を行う場合においては、事業主の署名に代わる
措置として、電子署名のほか、識別番号・暗証番号（ID・パスワード）の入力によるこ
とも可能とする。（→平成19年9月からの実施を検討中。）

－

24時間365日

－ ◎利用者に対するアンケート調査により、インセンティブの具体的な内容を把握し、そ
の実現可能性について検討する（平成18年度）。（→平成18年2月、アンケート調査を実
施。結果を踏まえた追加方策の検討について実施済。）
◎電子証明書の取得費用等に対する税額控除の措置について税制改正要望を実施（既存
税制で対応との結論）。

15日
（標準処理期間）

◎申請データ仕様の公開

そ　　　 の　　　 他

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

－

－

◎公共職業安定所の窓口において、電子申請に係るポスターの掲示の他、事業主説明会
や窓口でのやり取り等事業主と接するあらゆる機会を通じ電子申請の利用勧奨を行う
（平成18年4月）。（→平成18年5月及び12月に措置済）
◎電子申請が可能である旨を届出様式等で周知するとともに、より効果的なホームペー
ジでの周知を図る（平成18年4月）。（→平成18年4月に措置済。）
◎全国社会保険労務士会連合会に委託して実施する雇用保険コンサルティング事業によ
り、雇用保険の各種手続に係る電子申請の周知活動を実施する（平成18年4月）。（→平
成18年4月に措置済。）
◎社団法人全国労働保険事務組合連合会に委託して実施する雇用保険活用援助事業によ
り、雇用保険の各種手続に係る電子申請の周知活動を実施する（平成18年4月）。（→平
成18年4月に措置済。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚生労働省ホーム
ページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する（平成18年度）。（→平成19年1
月、電子申請に関する手引書を作成・配布するとともに、厚生労働省ホームページに掲
載。引き続き、ホームページに掲載するとともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎労働保険料の申告書を事業主に送付する際、電子申請に係るリーフレットを同封し、
周知を行う（平成18年度）。（→平成18年4月に措置済。）
◎一層の電子(オンライン)申請手続きの利用促進をはかるため、公共職業安定所の他、
労働基準監督署、社会保険事務所等地方機関の窓口において、相互の手続について利用
勧奨を行う（平成18年度）。（→省内に設置した部局間連携推進分科会において検討
中。各地方機関において相互で扱う手続の利用勧奨に利用できるよう共通のリーフレッ
トを作成。）
◎雇用保険関係の電子申請に係るリーフレットを作成・配布し、公共職業安定所におい
て積極的な利用勧奨を図る（平成18年11月より）。
◎社会保険及び労働保険関係手続のオンライン利用の広報に関する共通のリーフレット
を作成し、年度更新関係書類に同封（平成19年2～3月）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフレットを作成し、厚生
労働省電子申請・届出システムからの移行をスムーズに行う（平成19年度）。

※オンライン申請に係る業務効率化を図ることとし、それによる具体的な業務処理時間
削減効果を明示する（平成18年中）。



No.38

平成16 平成17 平成18 平成19

1,225

1

2.50

0.003

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

7.50

3,6750

0

2,450

5.00

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

0

0

年        度

そ　　　 の　　　 他

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

－

－

◎公共職業安定所の窓口において、電子申請に係るポスターの掲示の他、事業主説明
会や窓口でのやり取り等事業主と接するあらゆる機会を通じ電子申請の利用勧奨を行
う（平成18年4月）。（→平成18年5月及び12月に措置済）
◎電子申請が可能である旨を届出様式等で周知するとともに、より効果的なホーム
ページでの周知を図る（平成18年4月）。（→平成18年4月に措置済。）
◎全国社会保険労務士会連合会に委託して実施する雇用保険コンサルティング事業に
より、雇用保険の各種手続に係る電子申請の周知活動を実施する（平成18年4月）。
（→平成18年4月に措置済。）
◎社団法人全国労働保険事務組合連合会に委託して実施する雇用保険活用援助事業に
より、雇用保険の各種手続に係る電子申請の周知活動を実施する（平成18年4月）。
（→平成18年4月に措置済。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚生労働省ホーム
ページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する（平成18年度）。（→平成19年
1月、電子申請に関する手引書を作成・配布するとともに、厚生労働省ホームページ
に掲載。引き続き、ホームページに掲載するとともに、利用者向け情報の充実を図
る。）
◎労働保険料の申告書を事業主に送付する際、電子申請に係るリーフレットを同封
し、周知を行う（平成18年度）。（→平成18年4月に措置済。）
◎一層の電子(オンライン)申請手続きの利用促進をはかるため、公共職業安定所の
他、労働基準監督署、社会保険事務所等地方機関の窓口において、相互の手続につい
て利用勧奨を行う（平成18年度）。（→省内に設置した部局間連携推進分科会におい
て検討中。各地方機関において相互で扱う手続の利用勧奨に利用できるよう共通の
リーフレットを作成。）
◎雇用保険関係の電子申請に係るリーフレットを作成・配布し、公共職業安定所にお
いて積極的な利用勧奨を図る（平成18年11月より）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフレットを作成し、
厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をスムーズに行う（平成19年度）。

※オンライン申請に係る業務効率化を図ることとし、それによる具体的な業務処理時
間削減効果を明示する（平成18年中）。
※オンライン利用率の設定に当たっては、電子申請が可能なものを分母として算出し
ている。
※国・地方公共団体において、5年後にオンライン利用率50％以上の達成に向けて取
り組むことにより、認証基盤の普及等が図られることを見込んで目標を設定。

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子申請システムの
e-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。)
◎オンライン申請受付システムについて、利用者視点に立った手続案内、企業内デー
タを活用した申請等が効率的に行えるような仕様の公開など、便利で使いやすいもの
とする（平成18年度）。（→平成18年10月、システム改修に着手。平成19年度に引き
続き検討。）
◎地方での申請窓口に端末を設置し、電子申請を行うことができるようにすることに
ついて検討する（最適化計画に基づき、平成23年度末までのできる限り早期）。（→
職業安定行政関係業務の業務・システム最適化計画に基づき検討中。）

原則として即時処理

平日8:30～17:00

－

－

24時間365日

－ ◎利用者に対するアンケート調査により、インセンティブの具体的な内容を把握し、
その実現可能性について検討する（平成18年度）。（→平成18年2月、アンケート調
査を実施。結果を踏まえた追加方策の検討について実施済。）

原則として即時処理

◎申請データ仕様の公開

－

－

－

－

－

申請者本人の電子署名及び代理人の電子署名
（紙の場合は申請者本人と代理人の記名押印又は自筆によ
る署名）

①損傷した離職票－1（離職票－1を損傷した場合）(オンラ
イン化未対応)
②損傷した離職票－2（離職票－2を損傷した場合）(オンラ
イン化未対応)

電子署名
（紙の場合は記名押印又は自筆による署名（本人であるこ
との確認が十分にできれば種類を問わない））

【省略できない理由・オンライン化できない理由】
離職票は、離職したことにより被保険者でなくなったことを証する証書であり、被保険者であった者が受給資格の決定を受けようとする場合に
は、雇用保険法施行規則第19条第1項の規定により管轄公共職業安定所長に提出しなければならないものであるが、被保険者であった者がこれを滅
失し、又は損傷した場合には、雇用保険法施行規則第17条第4項の規定により再交付を受けることができ、離職票の再交付を受けた場合には、同条
第6項の規定により滅失又は損傷した離職票は無効とされる手続を定めている等、複製により制度が運用されることを想定しておらず、これを容認
すれば、制度の安定性を損なうこととなるため、現物を回収する必要があるため。

－

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

雇用保険被保険者離職票の再交付の申請

247,000件
うち電子申請が可能なもの　49,000件

雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令第3号）第17条第4項

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

－

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

離職票を滅失又は損傷した者が離職票の再交付を受けようとする場合であって、受給資格決定の手続とは別途本手続を行うとき、当該離職票を交
付した公共職業安定所に対し、離職票の再交付申請を行う。
（主な利用者：被保険者であった者、代理申請率：ほとんどない）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

－



No.39

平成16 平成17 平成18 平成19

850

0

2.50

0

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

0

0

1,700

5.00

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

0

0

年        度

－

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上である受給資格者が、再就職手当の支給対象となら
ない常用雇用等以外の形態で就職した場合、原則として失業の認定日に「就業手当支給申請書」を、その者の住居所を管
轄する公共職業安定所に提出する。なお、継続就職するなど以後失業の認定の必要のないときのみ電子申請が可能。
（主な利用者：受給資格者、代理申請率：ほとんどない）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

就業促進手当（就業手当）の申請

145,000件
うち電子申請が可能なもの　34,000件

雇用保険法（昭和49年法律第116号）第56条の2、雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令3号）第82条の5

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

申請者本人の電子署名及び代理人の電子署名
（紙の場合は申請者本人と代理人の記名押印又は自筆によ
る署名）

①受給資格者証（オンライン化未対応）
②2欄の(1)の内容を証明する書類（雇用契約書、雇入通知
書等）（2欄の（1）に入力がある場所）（オンライン化
済）
③就業したことを証明する資料（給与明細書等）（オンラ
イン化済）

電子署名
（紙の場合は記名押印又は自筆による署名（本人であるこ
との確認が十分にできれば種類を問わない））

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

◎添付書類のうち、①～③は不要とする（平成18年5月）。
（→平成18年5月に措置済。）

－

7.50

2,550

－

－

－

－

－

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。
（→電子申請システムのe-Govへの移行に合わせて対応する
べく準備中。)
◎オンライン申請受付システムについて、利用者視点に立っ
た手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に行え
るような仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平
成18年度）。（→平成18年10月、システム改修に着手。平成
19年度に引き続き検討。）
◎地方での申請窓口に端末を設置し、電子申請を行うことが
できるようにすることについて検討する（最適化計画に基づ
き、平成23年度末までのできる限り早期）。（→職業安定行
政関係業務の業務・システム最適化計画に基づき検討中。）

原則として即時処理

平日8:30～17:00

－

－

24時間365日

－ ◎利用者に対するアンケート調査により、インセンティブの
具体的な内容を把握し、その実現可能性について検討する
（平成18年度）。（→平成18年2月、アンケート調査を実
施。結果を踏まえた追加方策の検討について実施済。）

原則として即時処理

◎申請データ仕様の公開

そ　　　 の　　　 他

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

－

－

◎公共職業安定所の窓口において、電子申請に係るポスター
を掲示するとともに、より効果的なホームページでの利用勧
奨を行う（平成18年4月）。（→平成18年5月に措置済）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとと
もに、厚生労働省ホームページに同手引書その他利用者向け
の情報を掲載する（平成18年度）。（→平成19年1月、電子
申請に関する手引書を作成・配布するとともに、厚生労働省
ホームページに掲載。引き続き、ホームページに掲載すると
ともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎一層の電子(オンライン)申請手続きの利用促進をはかるた
め、公共職業安定所の他、労働基準監督署、社会保険事務所
等地方機関の窓口において、相互の手続について利用勧奨を
行う（平成18年度）。（→省内に設置した部局間連携推進分
科会において検討中。各地方機関において相互で扱う手続の
利用勧奨に利用できるよう共通のリーフレットを作成。）
◎雇用保険関係の電子申請に係るリーフレットを作成・配布
し、公共職業安定所において積極的な利用勧奨を図る（平成
18年11月より）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用の
パンフレットを作成し、厚生労働省電子申請・届出システム
からの移行をスムーズに行う（平成19年度）。

※オンライン申請に係る業務効率化を図ることとし、それに
よる具体的な業務処理時間削減効果を明示する（平成18年
中）。
※オンライン利用率の設定に当たっては、電子申請が可能な
ものを分母として算出している。
※国・地方公共団体において、5年後にオンライン利用率
50％以上の達成に向けて取り組むことにより、認証基盤の普
及等が図られることを見込んで目標を設定。



No.40

平成16 平成17 平成18 平成19

27

0

0.02

0

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

2.48

2,7920

0

82

0.07

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

－

－

年        度

そ　　　 の　　　 他

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

－

－

◎機会（報告時の連絡）をとらえ、医療機関等に周知
する（平成18年度）。（→平成18年6月、医療機関等
へ周知するよう地方社会保険事務局長あての通知に記
載。引き続き平成19年度も実施。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布す
るとともに、厚生労働省ホームページに同手引書その
他利用者向けの情報を掲載する（平成18年度）。（→
平成19年1月、電子申請に関する手引書を作成・配布
するとともに、厚生労働省ホームページに掲載。引き
続き、ホームページに掲載するとともに、利用者向け
情報の充実を図る。）
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周
知用のパンフレットを作成し、厚生労働省電子申請・
届出システムからの移行をスムーズに行う（平成19年
度）。

※ＩＴ新改革戦略において平成23年４月までに段階的
に実施することとされている診療報酬明細書（レセプ
ト）のオンライン請求の動きをふまえ、当該報告につ
いては、平成18・19年度に大学病院等の特定機能病院
を、平成20年度に400床以上の病院を、平成21年度以
降診療所も含めた医療機関において実施できるよう考
えているところである。
　（目標利用率）平成21年度20.98％
　　　　　　　　平成22年度53.88％

◎オンライン申請受付システムについて、利用者視点
に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が
効率的に行えるような仕様の公開など、便利で使いや
すいものとする（平成18年度）。（→平成19年度に引
き続き検討。）
◎保健医療福祉分野におけるPKI認証局の整備状況を
踏まえ、当該認証局が発行する電子証明書の利用につ
いて検討を行う（平成18年度）。（→平成19年度より
保健医療福祉分野におけるPKI認証局が運用開始予
定。同認証局が発行する電子証明書への対応について
検討を行う。）
◎電子申請の利用促進について、更なる周知を図ると
ともに、システムの再構築にあわせ、利用者の立場に
立った使いやすいシステムの構築に向けて検討予定
（平成19年度以降）。

－

勤務時間内（郵送も可）

－

－

24時間365日

－ －

－

－

－

－

－

－

－

－

－

電子署名
（紙の場合は記名押印）

－

－

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

療担規則第11条の3の厚生労働大臣が定める報告事項

113,000件

保険医療機関及び保険医療養担当規則第11条の3

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

－

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

療養の給付について地方社会保険事務局長に行う定期的（毎年）に行う報告
（主な利用者：保険医療機関）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

－



No.41

平成16 平成17 平成18 平成19

1,983,300

10,516

6.00

0.042

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

そ　　　 の　　　 他

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎新規適用時、算定基礎届説明会等の機会に電子申請の周知を図る
（平成18年度）。（→実施通知発出（平成18年6月）。電子政府利用促
進週間（同年10月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやすい
ホームページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚
生労働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する
（平成18年度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作成・
配布するとともに、厚生労働省ホームページに掲載。引き続き、ホー
ムページに掲載するとともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに対す
る対応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。引き続き
平成19年度においても対応。）
◎磁気媒体申請（FD）による届出について電子申請への移行を促進す
る（平成18年度）。（→実施通知発出（平成18年6月）。）
◎社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所等地方機関の窓
口において、相互の手続について電子申請の利用勧奨を行う（平成18
年度）。（→省内に設置した部局間連携推進分科会において検討中。
各地方機関において相互で扱う手続の利用勧奨に利用できるよう共通
のリーフレットを作成。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。（→
関係団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎社会保険及び労働保険関係手続のオンライン利用の広報に関する共
通のリーフレットを作成し、年度更新関係書類に同封（平成19年2～3
月）。
◎大規模事業所への個別訪問による協力依頼（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフレッ
トを作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をスムー
ズに行う（平成19年度）。

◎労働保険と事業所（事業場）コードの統一等に向けた検討を進める
（平成23年度末までのできる限り早期）。（→省内関係部局と協議
中。平成19年度も引き続き検討。）
◎基礎年金番号と雇用保険被保険者番号との統一に向けた検討を行う
（平成19年度末までに最も効果的な方策について結論を得る）。（→
省内関係部局と協議中。平成19年度も引き続き検討。）
◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎磁気媒体届書作成プログラムのソフト開発業者への利用許諾の検討
（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引き続
き検討（平成19年度）。
※国・地方公共団体において、5年後にオンライン利用率50％以上の達
成に向けて取り組むことにより、認証基盤の普及等が図られることを
見込んで目標を設定。

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子
申請システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、利用
者視点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に
行えるような仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18
年度）。（→平成18年7月、システム改修に着手。平成19年度に引き続
き検討。）
◎事業主が事業所内より選任した代理人の行う申請について対応を検
討する（平成18年度）。（→システムの影響について検討中。引き続
き平成19年度においても検討。）
◎通知書・届書等について統廃合等を検討する（平成19年度までにシ
ステム最適化の基本設計の策定作業を通じて見直しを行う）。（→引
き続き平成19年度においても検討。）

処理時間は紙又は磁気媒体の場合と同じ

平日9時～17時

◎社会保険労務士が提出代行等を行う場合においては、事業主の署名
に代わる措置として、電子署名のほか、識別番号・暗証番号（ID・パ
スワード）の入力によることも可能とする（平成18年度）。（→実施
通知発出（平成18年4月）、実施（同年6月）。引き続き平成19年度も
実施。）

－

24時間365日

－ ◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効果的
な利用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→省内に設置
した部局間連携推進分科会において検討中。）
◎電子証明書の取得費用等に対する税額控除の措置について税制改正
要望を実施（既存税制で対応との結論）。

1日

◎企業内データを活用した申請等が効率的に行えるような
申請データ仕様の公開
◎企業内データを活用した申請等が効率的に行える「磁気
媒体届書作成プログラム」を電子申請でも活用
◎労働保険関係手続とのグループ申請を実施

－

－

－

－

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

－

－

15.00 25.00

8,263,750

事業主の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は事業主の自署又は記名・事業主印及び社会保
険労務士の記名押印）

－

事業主の電子署名
（紙の場合は事業主の自署又は記名・事業主印）

－

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届

33,055,000件

健康保険法施行規則25条〈健康保険法〉、厚生年金保険法施行規則18条〈厚生年金保険法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

－

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

事業主は、毎年1回、7月1日現在のすべての被保険者について報酬月額に関する事項を社会保険事務所長等又は健康保険組合に届出
なければならない（ただし、6月1日以降に被保険者になった者、7月、8月、9月に標準報酬の随時改定が行われる者は除く）。
（主な利用者：事業主、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

0.004

1,137 4,958,250目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

252

0.001

年        度



No.42

平成16 平成17 平成18 平成19

180,900

2,631

6.00

0.116

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

－

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

事業主は、被保険者の報酬月額について、昇（降）給等により固定的賃金が変動し、変動月以降引き続く3か月に受けた報酬の平
均月額と現在の標準報酬等級との間に2等級以上の差が生じた場合は、社会保険事務所長等又は健康保険組合に届出なければなら
ない。
（主な利用者：事業主、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

0.017

363 452,250

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

－

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

3,015,000件

健康保険法施行規則26条〈健康保険法〉、厚生年金保険法施行規則19条、19条の2〈厚生年金保険法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

事業主の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は事業主の自署又は記名・事業主印及び社会保
険労務士の記名押印）

－

事業主の電子署名
（紙の場合は事業主の自署又は記名・事業主印）

－

－

－

－

－

－

－

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子
申請システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、利用
者視点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に
行えるような仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18
年度）。（→平成18年7月、システム改修に着手。平成19年度に引き
続き検討。）
◎事業主が事業所内より選任した代理人の行う申請について対応を検
討する（平成18年度）。（→システムの影響について検討中。引き続
き平成19年度においても検討。）
◎通知書・届書等について統廃合等を検討する（平成19年度までにシ
ステム最適化の基本設計の策定作業を通じて見直しを行う）。（→引
き続き平成19年度においても検討。）

処理時間は紙又は磁気媒体の場合と同じ

平日9時～17時

◎社会保険労務士が提出代行等を行う場合においては、事業主の署名
に代わる措置として、電子署名のほか、識別番号・暗証番号（ID・パ
スワード）の入力によることも可能とする（平成18年度）。（→実施
通知発出（平成18年4月）、実施（同年6月）。引き続き平成19年度も
実施。）

－

24時間365日

－ ◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効果的
な利用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→省内に設置
した部局間連携推進分科会において検討中。）
◎電子証明書の取得費用等に対する税額控除の措置について税制改正
要望を実施（既存税制で対応との結論）。

1日

◎企業内データを活用した申請等が効率的に行えるような
申請データ仕様の公開
◎企業内データを活用した申請等が効率的に行える「磁気
媒体届書作成プログラム」を電子申請でも活用
◎労働保険関係手続とのグループ申請を実施

そ　　　 の　　　 他

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎新規適用時、算定基礎届説明会等の機会に電子申請の周知を図る
（平成18年度）。（→実施通知発出（平成18年6月）。電子政府利用
促進週間（同年10月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやすい
ホームページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚
生労働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する
（平成18年度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作
成・配布するとともに、厚生労働省ホームページに掲載。引き続き、
ホームページに掲載するとともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに対す
る対応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。引き続き
平成19年度においても対応。）
◎磁気媒体申請（FD）による届出について電子申請への移行を促進す
る（平成18年度）。（→実施通知発出（平成18年6月）。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。（→
関係団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎社会保険及び労働保険関係手続のオンライン利用の広報に関する共
通のリーフレットを作成し、年度更新関係書類に同封（平成19年2～3
月）。
◎大規模事業所への個別訪問による協力依頼（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフ
レットを作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をス
ムーズに行う（平成19年度）。

◎労働保険と事業所（事業場）コードの統一等に向けた検討を進める
（平成23年度末までのできる限り早期）。（→省内関係部局と協議
中。平成19年度も引き続き検討。）
◎基礎年金番号と雇用保険被保険者番号との統一に向けた検討を行う
（平成19年度末までに最も効果的な方策について結論を得る）。（→
省内関係部局と協議中。平成19年度も引き続き検討。）
◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎磁気媒体届書作成プログラムのソフト開発業者への利用許諾の検討
（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引き続
き検討（平成19年度）。
※国・地方公共団体において、5年後にオンライン利用率50％以上の
達成に向けて取り組むことにより、認証基盤の普及等が図られること
を見込んで目標を設定。

15.00 25.00

753,750目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

170

0.005

年        度



No.43

平成16 平成17 平成18 平成19

2,750

102

2.50

0.124

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

そ　　　 の　　　 他

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎新規適用時、算定基礎届説明会等の機会に電子申請の周知を図る（平
成18年度）。（→実施通知発出（平成18年6月）。電子政府利用促進週
間（同年10月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやすいホー
ムページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚生
労働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する（平
成18年度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作成・配布
するとともに、厚生労働省ホームページに掲載。引き続き、ホームペー
ジに掲載するとともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに対する
対応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。引き続き平成
19年度においても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。（→関
係団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎社会保険及び労働保険関係手続のオンライン利用の広報に関する共通
のリーフレットを作成し、年度更新関係書類に同封（平成19年2～3
月）。
◎大規模事業所への個別訪問による協力依頼（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフレッ
トを作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をスムーズ
に行う（平成19年度）。

◎労働保険と事業所（事業場）コードの統一等に向けた検討を進める
（平成23年度末までのできる限り早期）。（→省内関係部局と協議中。
平成19年度も引き続き検討。）
◎基礎年金番号と雇用保険被保険者番号との統一に向けた検討を行う
（平成19年度末までに最も効果的な方策について結論を得る）。（→省
内関係部局と協議中。平成19年度も引き続き検討。）
◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引き続き
検討（平成19年度）。
※国・地方公共団体において、5年後にオンライン利用率50％以上の達
成に向けて取り組むことにより、認証基盤の普及等が図られることを見
込んで目標を設定。

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子申
請システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、利用者
視点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に行え
るような仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18年
度）。（→平成18年7月、システム改修に着手。平成19年度に引き続き
検討。）
◎事業主が事業所内より選任した代理人の行う申請について対応を検討
する（平成18年度）。（→システムの影響について検討中。引き続き平
成19年度においても検討。）
◎通知書・届書等について統廃合等を検討する（平成19年度までにシス
テム最適化の基本設計の策定作業を通じて見直しを行う）。（→引き続
き平成19年度においても検討。）

処理時間は紙の場合と同じ

平日9時～17時

－

－

24時間365日

－ ◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効果的な
利用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→省内に設置した
部局間連携推進分科会において検討中。）
◎電子証明書の取得費用等に対する税額控除の措置について税制改正要
望を実施（既存税制で対応との結論）。

1日

◎企業内データを活用した申請等が効率的に行えるような
申請データ仕様の公開

－

－

－

－

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

－

－

7.50 10.00

11,000

事業主の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は事業主の自署又は記名・事業主印及び社会保
険労務士の記名押印）

－

事業主の電子署名
（紙の場合は事業主の自署又は記名・事業主印）

－

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書、船員保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書

110,000件

健康保険法施行規則135条〈健康保険法〉、船員保険法施行規則96条の3の4〈船員保険法〉、厚生年金保険法施行規則25条の2〈厚生
年金保険法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

－

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

事業主は、被保険者が「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく育児休業等を取得し、
保険料の免除を受けるときは社会保険事務所長等又は健康保険組合に申出書を提出する。
（主な利用者：事業主、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

0.053

78 8,250目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

13

0.012

年        度



No.44

平成16 平成17 平成18 平成19

6,500

12

2.50

0.006

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

－

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

事業主は事業所に関する届出内容について変更になったときは、社会保険事務所長等又は健康保険組合に届出を行う。
（主な利用者：事業主、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

0.007

17 19,500

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

－

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

健康保険・厚生年金保険事業所関係変更（訂正）届

260,000件

健康保険法施行規則30条、31条、35条〈健康保険法〉、厚生年金保険法施行規則23条、24条、29条〈厚生年金保険法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

事業主の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は事業主の自署又は記名・事業主印及び社会保
険労務士の記名押印）

－

事業主の電子署名
（紙の場合は事業主の自署又は記名・事業主印）

－

－

－

－

－

－

－

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子
申請システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、利用
者視点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に
行えるような仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18
年度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作成・配布す
るとともに、厚生労働省ホームページに掲載。引き続き、ホームペー
ジに掲載するとともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎事業主が事業所内より選任した代理人の行う申請について対応を検
討する（平成18年度）。（→システムの影響について検討中。引き続
き平成19年度においても検討。）
◎申請契機が同一である申請・届出様式について、事業主の負担軽減
等を図るため、様式ごとの記載事項の必要性も検証しつつ、共通様式
化を進める（平成20年度より）。（→事業所番号の統一について考え
方を整理した上で検討を行う。）

－

平日9時～17時

－

－

24時間365日

－ ◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効果的
な利用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→省内に設置
した部局間連携推進分科会において検討中。）
◎電子証明書の取得費用等に対する税額控除の措置について税制改正
要望を実施（既存税制で対応との結論）。

－

◎企業内データを活用した申請等が効率的に行えるような
申請データ仕様の公開

そ　　　 の　　　 他

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎新規適用時、算定基礎届説明会等の機会に電子申請の周知を図る
（平成18年度）。（→実施通知発出（平成18年6月）。電子政府利用
促進週間（同年10月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやすい
ホームページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚
生労働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する
（平成18年度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作
成・配布するとともに、厚生労働省ホームページに掲載。引き続き、
ホームページに掲載するとともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに対す
る対応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。引き続き
平成19年度においても対応。）
◎社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所等地方機関の窓
口において、相互の手続について電子申請の利用勧奨を行う（平成18
年度）。（→省内に設置した部局間連携推進分科会において検討中。
各地方機関において相互で扱う手続の利用勧奨に利用できるよう共通
のリーフレットを作成。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。（→
関係団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎社会保険及び労働保険関係手続のオンライン利用の広報に関する共
通のリーフレットを作成し、年度更新関係書類に同封（平成19年2～3
月）。
◎大規模事業所への個別訪問による協力依頼（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフ
レットを作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をス
ムーズに行う（平成19年度）。

◎労働保険と事業所（事業場）コードの統一等に向けた検討を進める
（平成23年度末までのできる限り早期）。（→省内関係部局と協議
中。平成19年度も引き続き検討。）
◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引き続
き検討（平成19年度）。
※国・地方公共団体において、5年後にオンライン利用率50％以上の
達成に向けて取り組むことにより、認証基盤の普及等が図られること
を見込んで目標を設定。

7.50 10.00

26,000目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

12

0.005

年        度



No.45

平成16 平成17 平成18 平成19

327,960

4,605

6.00

0.112

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

そ　　　 の　　　 他

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎新規適用時、算定基礎届説明会等の機会に電子申請の周知を図る（平成18
年度）。（→実施通知発出（平成18年6月）。電子政府利用促進週間（同年10
月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやすいホーム
ページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚生労働
省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する（平成18年
度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作成・配布するととも
に、厚生労働省ホームページに掲載。引き続き、ホームページに掲載すると
ともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに対する対応
の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。引き続き平成19年度に
おいても対応。）
◎磁気媒体申請（FD）による届出について電子申請への移行を促進する（平
成18年度）。（→実施通知発出（平成18年6月）。）
◎社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所等地方機関の窓口にお
いて、相互の手続について電子申請の利用勧奨を行う（平成18年度）。（→
省内に設置した部局間連携推進分科会において検討中。各地方機関において
相互で扱う手続の利用勧奨に利用できるよう共通のリーフレットを作成。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。（→関係団
体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎社会保険及び労働保険関係手続のオンライン利用の広報に関する共通の
リーフレットを作成し、年度更新関係書類に同封（平成19年2～3月）。
◎大規模事業所への個別訪問による協力依頼（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフレットを作
成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をスムーズに行う（平
成19年度）。

◎労働保険と事業所（事業場）コードの統一等に向けた検討を進める（平成
23年度末までのできる限り早期）。（→省内関係部局と協議中。平成19年度
も引き続き検討。）
◎基礎年金番号と雇用保険被保険者番号との統一に向けた検討を行う（平成
19年度末までに最も効果的な方策について結論を得る）。（→省内関係部局
と協議中。平成19年度も引き続き検討。）
◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎磁気媒体届書作成プログラムのソフト開発業者への利用許諾の検討（平成
19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引き続き検討
（平成19年度）。
※国・地方公共団体において、5年後にオンライン利用率50％以上の達成に向
けて取り組むことにより、認証基盤の普及等が図られることを見込んで目標
を設定。

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子申請シ
ステムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、利用者視点
に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に行えるような
仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18年度）。（→平成19
年1月、電子申請に関する手引書を作成・配布するとともに、厚生労働省ホー
ムページに掲載。引き続き、ホームページに掲載するとともに、利用者向け
情報の充実を図る。）
◎事業主が事業所内より選任した代理人の行う申請について対応を検討する
（平成18年度）。（→システムの影響について検討中。引き続き平成19年度
においても検討。）
◎申請契機が同一である申請・届出様式について、事業主の負担軽減等を図
るため、様式ごとの記載事項の必要性も検証しつつ、共通様式化を進める
（平成20年度より）。（→事業所番号の統一について考え方を整理した上で
検討を行う。）

処理時間は紙又は磁気媒体の場合と同じ

平日9時～17時

◎社会保険労務士が提出代行等を行う場合においては、事業主の署名に代わ
る措置として、電子署名のほか、識別番号・暗証番号（ID・パスワード）の
入力によることも可能とする（平成18年度）。（→実施通知発出（平成18年4
月）、実施（同年6月）。引き続き平成19年度も実施。）

－

24時間365日

－ ◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効果的な利用
促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→省内に設置した部局間連
携推進分科会において検討中。）
◎電子証明書の取得費用等に対する税額控除の措置について税制改正要望を
実施（既存税制で対応との結論）。

1日

◎企業内データを活用した申請等が効率的に行えるような
申請データ仕様の公開
◎企業内データを活用した申請等が効率的に行える「磁気
媒体届書作成プログラム」を電子申請でも活用
◎労働保険関係手続とのグループ申請を実施

－

－

－

－

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

①添付について見直しを検討する（平成18年度）。（→省令改正（平成18年
10月施行）。）

－

15.00 25.00

1,366,500

事業主の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は事業主の自署又は記名・事業主印及び社会保
険労務士の記名押印）

①年金手帳（オンライン化未対応）

事業主の電子署名
（紙の場合は事業主の自署又は記名・事業主印）

【省略できない理由】
①基礎年金番号を確認するため（省略を検討）
【オンライン化できない理由】
①現物にて確認するため（省略を検討）

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、船員保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

5,466,000件

健康保険法施行規則24条、43条〈健康保険法〉、船員保険法施行規則7条、8条〈船員保険法〉、厚生年金保険法施行規則15条､16条〈厚生
年金保険法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

－

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

事業主は、健康保険法第3条又は厚生年金保険法第9条若しくは第10条に該当する者を雇用したときは社会保険事務所長等又は健康保険組
合に届出しなければならない。船舶所有者は、船員法第1条の船員を使用した場合には地方社会保険事務局長等に届出しなければならな
い。
（主な利用者：事業主、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

0.033

1,911 819,900目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

787

0.014

年        度



No.46

平成16 平成17 平成18 平成19

331,920

3,689

6.00

0.089

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

－

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

事業主又は船舶所有者は、被保険者が資格を喪失したとき（退職、死亡したとき等）は社会保険事務所長等若しくは健康保険組合又は地
方社会保険事務局長等に届出しなければならない。
（主な利用者：事業主、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

0.026

1,346 829,800

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

－

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届、船員保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

5,532,000件

健康保険法施行規則29条、51条、52条､59条、99条〈健康保険法〉､船員保険法施行規則10条、17条の7、17条の8、24条の2の5、47条の2、
47条の2の7〈船員保険法〉､厚生年金保険法施行規則22条〈厚生年金保険法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

事業主の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は事業主の自署又は記名・事業主印及び社会保
険労務士の記名押印）

①被保険者証（オンライン化未対応）
②被扶養者証（交付を受けている場合）（オンライン化未
対応）

事業主の電子署名
（紙の場合は事業主の自署又は記名・事業主印）

【省略できない理由・オンライン化できない理由】
①②現物の回収が必要であるため

－

－

－

－

－

－

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子申請シ
ステムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、利用者視点
に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に行えるような
仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18年度）。（→平成18
年7月、システム改修に着手。平成19年度に引き続き検討。）
◎事業主が事業所内より選任した代理人の行う申請について対応を検討する
（平成18年度）。（→システムの影響について検討中。引き続き平成19年度
においても検討。）
◎申請契機が同一である申請・届出様式について、事業主の負担軽減等を図
るため、様式ごとの記載事項の必要性も検証しつつ、共通様式化を進める
（平成20年度より）。（→事業所番号の統一について考え方を整理した上で
検討を行う。）

処理時間は紙又は磁気媒体の場合と同じ

平日9時～17時

◎社会保険労務士が提出代行等を行う場合においては、事業主の署名に代わ
る措置として、電子署名のほか、識別番号・暗証番号（ID・パスワード）の
入力によることも可能とする（平成18年度）。（→実施通知発出（平成18年4
月）、実施（同年6月）。引き続き平成19年度も実施。）

－

24時間365日

－ ◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効果的な利用
促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→省内に設置した部局間連
携推進分科会において検討中。）
◎電子証明書の取得費用等に対する税額控除の措置について税制改正要望を
実施（既存税制で対応との結論）。

1日

◎企業内データを活用した申請等が効率的に行えるような
申請データ仕様の公開
◎企業内データを活用した申請等が効率的に行える「磁気
媒体届書作成プログラム」を電子申請でも活用
◎労働保険関係手続とのグループ申請を実施

そ　　　 の　　　 他

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎新規適用時、算定基礎届説明会等の機会に電子申請の周知を図る（平成18
年度）。（→実施通知発出（平成18年6月）。電子政府利用促進週間（同年10
月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやすいホーム
ページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚生労働
省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する（平成18年
度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作成・配布するととも
に、厚生労働省ホームページに掲載。引き続き、ホームページに掲載すると
ともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに対する対応
の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。引き続き平成19年度に
おいても対応。）
◎磁気媒体申請（FD）による届出について電子申請への移行を促進する（平
成18年度）。（→実施通知発出（平成18年6月）。）
◎社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所等地方機関の窓口にお
いて、相互の手続について電子申請の利用勧奨を行う（平成18年度）。（→
省内に設置した部局間連携推進分科会において検討中。各地方機関において
相互で扱う手続の利用勧奨に利用できるよう共通のリーフレットを作成。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。（→関係団
体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎社会保険及び労働保険関係手続のオンライン利用の広報に関する共通の
リーフレットを作成し、年度更新関係書類に同封（平成19年2～3月）。
◎大規模事業所への個別訪問による協力依頼（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフレットを作
成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をスムーズに行う（平
成19年度）。

◎労働保険と事業所（事業場）コードの統一等に向けた検討を進める（平成
23年度末までのできる限り早期）。（→省内関係部局と協議中。平成19年度
も引き続き検討。）
◎基礎年金番号と雇用保険被保険者番号との統一に向けた検討を行う（平成
19年度末までに最も効果的な方策について結論を得る）。（→省内関係部局
と協議中。平成19年度も引き続き検討。）
◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎磁気媒体届書作成プログラムのソフト開発業者への利用許諾の検討（平成
19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引き続き検討
（平成19年度）。
※国・地方公共団体において、5年後にオンライン利用率50％以上の達成に向
けて取り組むことにより、認証基盤の普及等が図られることを見込んで目標
を設定。

15.00 25.00

1,383,000目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

651

0.011

年        度



No.47

平成16 平成17 平成18 平成19

ー

13

ー

0.004

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

そ　　　 の　　　 他

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎機会を捉えて電子申請の周知を図る（平成18年度）（→実施通知発
出（平成18年6月）。電子政府利用促進週間（同年10月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやすい
ホームページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚
生労働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する
（平成18年度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作成・
配布するとともに、厚生労働省ホームページに掲載。引き続き、ホー
ムページに掲載するとともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに対す
る対応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。引き続き
平成19年度においても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。（→
関係団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎電子政府利用促進週間等政府一体として取り組む「出生、入学、卒
業、就職、結婚、退職、死亡」など国民のライフサイクルに着目した
周知広報を実施（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフレッ
トを作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をスムー
ズに行う（平成19年度）。

◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引き続
き検討（平成19年度）。

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子
申請システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、利用
者視点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に
行えるような仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18
年度）。（→平成18年7月、システム改修に着手。平成19年度に引き続
き検討。）
◎通知書・届書等について統廃合等を検討する（平成19年度までにシ
ステム最適化の基本設計の策定作業を通じて見直しを行う）。（→引
き続き平成19年度においても検討。）

処理時間は紙の場合と同じ

平日9時～17時

－

－

24時間365日

－ ◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効果的
な利用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→引き続き検
討。）

1日

◎申請データ仕様の公開

－

－

－

－

－

－

－

14,820 39,520

3.00 8.00

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

健康保険任意継続被保険者資格取得申請書

494,000件

健康保険法施行規則42条〈健康保険法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

被保険者の資格を喪失した者が、喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者資格を有し、継続して健康保険の被保険者となる
場合には社会保険事務所長等又は健康保険組合に申請を行う。
（主な利用者：被保険者、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

0.001

3

年        度

－

申請者の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は申請者の自署又は記名・押印及び社会保険労
務士の記名押印）

－

電子署名
（紙の場合は自署又は記名・押印）

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

1

0.000



No.48

平成16 平成17 平成18 平成19

－

1

－

0.0003

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

－

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

任意継続被保険者が、他の健康保険の被保険者となった場合は、社会保険事務所長等又は健康保険組合に申請しなければならな
い。
（主な利用者：被保険者、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書

532,000件

健康保険法施行規則15条の2､51条､52条､59条、99条〈健康保険法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

－

－

15,960 42,560

3.00 8.00

－

－

－

－

－

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子
申請システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、利用
者視点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に
行えるような仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18
年度）。（→平成18年7月、システム改修に着手。平成19年度に引き続
き検討。）
◎通知書・届書等について統廃合等を検討する（平成19年度までにシ
ステム最適化の基本設計の策定作業を通じて見直しを行う）。（→引
き続き平成19年度においても検討。）

処理時間は紙の場合と同じ

平日9時～17時

－

－

24時間365日

－ ◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効果的
な利用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→引き続き検
討。）

1日

◎申請データ仕様の公開

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎機会を捉えて電子申請の周知を図る（平成18年度）（→実施通知発
出（平成18年6月）。電子政府利用促進週間（同年10月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやすい
ホームページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚
生労働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する
（平成18年度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作成・
配布するとともに、厚生労働省ホームページに掲載。引き続き、ホー
ムページに掲載するとともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに対す
る対応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。引き続き
平成19年度においても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。（→
関係団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎電子政府利用促進週間等政府一体として取り組む「出生、入学、卒
業、就職、結婚、退職、死亡」など国民のライフサイクルに着目した
周知広報を実施（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフレッ
トを作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をスムー
ズに行う（平成19年度）。

◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引き続
き検討（平成19年度）。

0.000

2

年        度

そ　　　 の　　　 他

申請者の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は申請者の自署又は記名・押印及び社会保険労
務士の記名押印）

①被保険者証（オンライン化未対応）

電子署名
（紙の場合は自署又は記名・押印）

【省略できない理由・オンライン化できない理由】
①現物の回収が必要であるため

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

0

0.000



No.49

平成16 平成17 平成18 平成19

－

0

－

0

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

そ　　　 の　　　 他

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎機会を捉えて電子申請の周知を図る（平成18年度）（→実施通知発出
（平成18年6月）。電子政府利用促進週間（同年10月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやすいホー
ムページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚生
労働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する（平
成18年度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作成・配布
するとともに、厚生労働省ホームページに掲載。引き続き、ホームペー
ジに掲載するとともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに対する
対応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。引き続き平成
19年度においても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。（→関
係団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎電子政府利用促進週間等政府一体として取り組む「出生、入学、卒
業、就職、結婚、退職、死亡」など国民のライフサイクルに着目した周
知広報を実施（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフレッ
トを作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をスムーズ
に行う（平成19年度）。

◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引き続き
検討（平成19年度）。

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子申
請システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、利用者
視点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に行え
るような仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18年
度）。（→平成18年7月、システム改修に着手。平成19年度に引き続き
検討。）
◎通知書・届書等について統廃合等を検討する（平成19年度までにシス
テム最適化の基本設計の策定作業を通じて見直しを行う）。（→引き続
き平成19年度においても検討。）

処理時間は紙の場合と同じ

平日9時～17時

－

－

24時間365日

－ ◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効果的な
利用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→引き続き検
討。）

7日（標準処理期間）

◎申請データ仕様の公開

－

－

－

－

－

－

－

3,480 9,280

3.00 8.00

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

保険料等還付請求書

116,000件

健康保険法施行規則141条〈健康保険法〉、船員保険法施行規則101条〈船員保険法〉、厚生年金保険法施行規則88条〈厚生年金保険
法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

保険料を前納しており、その前納期間が経過する前に被保険者の資格を喪失したとき、その未経過の期間に係る保険料について還付
を受けようとする場合は社会保険事務所長等又は健康保険組合に請求書を提出する。
（主な利用者：被保険者、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

0

0

年        度

－

申請者の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は申請者の自署又は記名・押印及び社会保険労
務士の記名押印）

－

電子署名
（紙の場合は自署又は記名・押印）

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

0

0



No.50

平成16 平成17 平成18 平成19

24,500

63

2.50

0.009

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

事業主等は、被保険者の氏名に変更などがあった場合は、社会保険事務所長等又は健康保険組合に届出しなければならない。船舶所有者
は、被保険者の氏名に変更などがあった場合は、地方社会保険事務局長等に届出しなければならない。
（主な利用者：事業主、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

添　　付　　書　　類

0.005

39

シ ス テ ム の 改 善

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更（訂正）届、船員保険・厚生年金保険被保険者氏名変更訂正届

980,000件

健康保険法施行規則36条、47条､48条､59条、99条〈健康保険法〉､船員保険法施行規則13条、17条の2、17条の5､17条の8、24条の2の5、47
条の2、47条の2の7〈船員保険法〉､厚生年金保険法施行規則5条の4、9条、21条〈厚生年金保険法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

平成20

－

－

73,500

7.50 10.00

98,000

①被保険者証（オンライン化未対応）
②年金手帳（オンライン化未対応）
③被扶養者証（交付を受けている場合）（オンライン化未
対応）

事業主の電子署名
（紙の場合は事業主の自署又は記名・事業主印）

【省略できない理由・オンライン化できない理由】
①現物への記載が必要であるため
②現物への記載が必要であるため
③現物への記載が必要であるため

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効果的な利用
促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→省内に設置した部局間連
携推進分科会において検討中。）
◎電子証明書の取得費用等に対する税額控除の措置について税制改正要望を
実施（既存税制で対応との結論）。

1日

◎企業内データを活用した申請等が効率的に行えるような
申請データ仕様の公開

－

－

平日9時～17時

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子申請シ
ステムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、利用者視点
に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に行えるような
仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18年度）。（→平成18
年7月、システム改修に着手。平成19年度に引き続き検討。）
◎事業主が事業所内より選任した代理人の行う申請について対応を検討する
（平成18年度）。（→システムの影響について検討中。引き続き平成19年度
においても検討。）
◎申請契機が同一である申請・届出様式について、事業主の負担軽減等を図
るため、様式ごとの記載事項の必要性も検証しつつ、共通様式化を進める
（平成20年度より）。（→事業所番号の統一について考え方を整理した上で
検討を行う。）

－

処理時間は紙の場合と同じ

－

－

24時間365日

－

－

－

－

申請者の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は申請者の自署又は記名・事業主印及び社会保
険労務士の記名押印）

そ　　　 の　　　 他

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎新規適用時、算定基礎届説明会等の機会に電子申請の周知を図る（平成18
年度）。（→実施通知発出（平成18年6月）。電子政府利用促進週間（同年10
月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやすいホーム
ページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚生労働
省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する（平成18年
度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作成・配布するととも
に、厚生労働省ホームページに掲載。引き続き、ホームページに掲載すると
ともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに対する対応
の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。引き続き平成19年度に
おいても対応。）
◎社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所等地方機関の窓口にお
いて、相互の手続について電子申請の利用勧奨を行う（平成18年度）。（→
省内に設置した部局間連携推進分科会において検討中。各地方機関において
相互で扱う手続の利用勧奨に利用できるよう共通のリーフレットを作成。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。（→関係団
体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎社会保険及び労働保険関係手続のオンライン利用の広報に関する共通の
リーフレットを作成し、年度更新関係書類に同封（平成19年2～3月）。
◎大規模事業所への個別訪問による協力依頼（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフレットを作
成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をスムーズに行う（平
成19年度）。

◎所要の法改正により住民基本台帳ネットワークシステムを活用して氏名変
更届情報の提供を受けることができる場合、届出を行うことを要しないもの
とする予定（平成23年度実施予定）。
◎労働保険と事業所（事業場）コードの統一等に向けた検討を進める（平成
23年度末までのできる限り早期）。（→省内関係部局と協議中。平成19年度
も引き続き検討。）
◎基礎年金番号と雇用保険被保険者番号との統一に向けた検討を行う（平成
19年度末までに最も効果的な方策について結論を得る）。（→省内関係部局
と協議中。平成19年度も引き続き検討。）
◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引き続き検討
（平成19年度）。
※国・地方公共団体において、5年後にオンライン利用率50％以上の達成に向
けて取り組むことにより、認証基盤の普及等が図られることを見込んで目標
を設定。

広 報 ・ 普 及 活 動

年        度

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

27

0.003



No.51

平成16 平成17 平成18 平成19

－

63

－

0.012

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

そ　　　 の　　　 他

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎新規適用時、算定基礎届説明会等の機会に電子申請の周知を図る（平成18
年度）。（→実施通知発出（平成18年6月）。電子政府利用促進週間（同年
10月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやすいホーム
ページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚生労働
省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する（平成18年
度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作成・配布するととも
に、厚生労働省ホームページに掲載。引き続き、ホームページに掲載すると
ともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに対する対応
の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。引き続き平成19年度に
おいても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。（→関係団
体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎社会保険及び労働保険関係手続のオンライン利用の広報に関する共通の
リーフレットを作成し、年度更新関係書類に同封（平成19年2～3月）。
◎電子政府利用促進週間等政府一体として取り組む「出生、入学、卒業、就
職、結婚、退職、死亡」など国民のライフサイクルに着目した周知広報を実
施（平成19年度）。
◎大規模事業所への個別訪問による協力依頼（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフレットを
作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をスムーズに行う
（平成19年度）。

◎労働保険と事業所（事業場）コードの統一等に向けた検討を進める（平成
23年度末までのできる限り早期）。（→省内関係部局と協議中。平成19年度
も引き続き検討。）
◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引き続き検討
（平成19年度）。

処理時間は紙の場合と同じ

平日9時～17時

－

－

24時間365日

－

－

－

－

本人の電子署名、事業主の電子署名及び社会保険労務士の
電子署名
（紙の場合は紙の場合は本人の自署若しくは記名・押印及
び事業主の自署若しくは記名・事業主印及び社会保険労務
士の記名押印）

－ ◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効果的な利用
促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→省内に設置した部局間連
携推進分科会において検討中。）
◎電子証明書の取得費用等に対する税額控除の措置について税制改正要望を
実施（既存税制で対応との結論）。

1日

◎企業内データを活用した申請等が効率的に行えるような
申請データ仕様の公開

－

－

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子申請シ
ステムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、利用者視点
に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に行えるような
仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18年度）。（→平成18
年7月、システム改修に着手。平成19年度に引き続き検討。）
◎事業主が事業所内より選任した代理人の行う申請について対応を検討する
（平成18年度）。（→システムの影響について検討中。引き続き平成19年度
においても検討。）
◎通知書・届書等について統廃合等を検討する（平成19年度までにシステム
最適化の基本設計の策定作業を通じて見直しを行う）。（→引き続き平成19
年度においても検討。）

－

平成20

－

－

20,700 55,200

3.00 8.00

本人及び事業主の電子署名
（紙の場合は本人の自署若しくは記名・押印及び事業主の
自署若しくは記名・事業主印）

【省略できない理由・オンライン化できない理由】
現物の回収が必要であるため

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

健康保険被保険者証滅失き損無余白再交付申請書、健康保険遠隔地被保険者証交付申請書、健康保険遠隔地被保険者証滅失き損無余白再
交付申請書、船員保険遠隔地被扶養者証交付申請書、船員保険被保険者被扶養者遠隔地被扶養者証滅失き損無余白再交付申請書

690,000件

健康保険法施行規則47条、49条､59条､99条、114条〈健康保険法〉､船員保険法施行規則17条の2、17条の5〈船員保険法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

被保険者は、被保険者証等がき損、滅失又は余白が無くなったときは社会保険事務所長等若しくは健康保険組合又は地方社会保険事務局
長等に申請しなければならない。船員保険被保険者より生計を維持されている被扶養者が同居しなくなったときは、遠隔地被扶養者証の
交付申請ができる。
（主な利用者：被保険者、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

0.013

63

添　　付　　書　　類

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

32

0.004

年        度

被保険者証（オンライン化未対応）



No.52

平成16 平成17 平成18 平成19

－

0

－

0

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

被保険者は、やむを得ない事情や国外で自費診療を受けたとき、又は、標準負担額減額の申請をできなかったとき、後日払い戻しを受
ける場合は社会保険事務所長等又は健康保険組合に請求できる。
（主な利用者：被保険者、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

2

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

健康保険被保険者家族療養費支給申請書、健康保険被保険者家族療養費支給申請書（食事療養標準負担額差額支給申請用）、船員保険
被保険者家族療養費支給申請書

 8,815,000件
うち電子申請が可能なもの494,000件

健康保険法施行規則61条､66条、83条〈健康保険法〉、船員保険法施行規則24条の2の8､42条、43条、45条〈船員保険法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

平成20

－

－

－

0

①領収明細書（オンライン化未対応）
②診療内容明細書（オンライン化未対応）

電子署名
（紙の場合は自署又は記名・押印）

【省略できない理由】
①現に支払った金額の範囲で給付を行うため
②実際に受けた診療内容に基づいて給付を行うため
【オンライン化できない理由】
①②事実について確認を行うため、原本が必要

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

②保健医療福祉分野におけるPKI認証局の整備状況を踏まえ、添付書類の電
子化について検討を行う（平成18年度）。（→平成19年度より保健医療福
祉分野におけるPKI認証局が運用開始予定。同認証局が発行する電子証明書
への対応について検討を行う。）

7日（標準処理期間）

－

－

－

－

－

－

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子申請
システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、利用者視
点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に行えるよ
うな仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18年度）。（→
平成18年7月、システム改修に着手。平成19年度に引き続き検討。）
◎通知書・届書等について統廃合等を検討する（平成19年度までにシステ
ム最適化の基本設計の策定作業を通じて見直しを行う）。（→引き続き平
成19年度においても検討。）

24時間365日

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎新規適用時、算定基礎届説明会等の機会に電子申請の周知を図る（平成
18年度）。（→実施通知発出（平成18年6月）。電子政府利用促進週間（同
年10月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやすいホーム
ページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚生労
働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する（平成18
年度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作成・配布するとと
もに、厚生労働省ホームページに掲載。引き続き、ホームページに掲載す
るとともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに対する対
応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。引き続き平成19年
度においても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。（→関係
団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎電子政府利用促進週間等政府一体として取り組む「出生、入学、卒業、
就職、結婚、退職、死亡」など国民のライフサイクルに着目した周知広報
を実施（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフレットを
作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をスムーズに行う
（平成19年度）。

◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引き続き検
討（平成19年度）。

広 報 ・ 普 及 活 動

◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効果的な利
用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→引き続き検討。）

0

0

年        度

そ　　　 の　　　 他

処理時間は紙の場合と同じ

平日9時～17時

－

申請者の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は申請者の自署又は記名・押印及び社会保険労
務士の記名押印）

◎申請データ仕様の公開

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

14,820 39,520

3.00 8.00



No.53

平成16 平成17 平成18 平成19

－

15

－

0.002

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

そ　　　 の　　　 他

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎新規適用時、算定基礎届説明会等の機会に電子申請の周知を図る（平成
18年度）。（→実施通知発出（平成18年6月）。電子政府利用促進週間
（同年10月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやすいホーム
ページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚生労
働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する（平成18
年度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作成・配布すると
ともに、厚生労働省ホームページに掲載。引き続き、ホームページに掲載
するとともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに対する対
応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。引き続き平成19年
度においても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。（→関係
団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎電子政府利用促進週間等政府一体として取り組む「出生、入学、卒業、
就職、結婚、退職、死亡」など国民のライフサイクルに着目した周知広報
を実施（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフレット
を作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をスムーズに行
う（平成19年度）。

◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引き続き検
討（平成19年度）。

処理時間は紙の場合と同じ

平日9時～17時

－

－

24時間365日

－

－

－

－

申請者の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は申請者の自署又は記名・事業主押印及び社会
保険労務士の記名押印）

－ ◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効果的な利
用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→引き続き検討。）

17日

◎申請データ仕様の公開

－

－

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子申請
システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、利用者視
点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に行えるよ
うな仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18年度）。（→
平成18年7月、システム改修に着手。平成19年度に引き続き検討。）
◎通知書・届書等について統廃合等を検討する（平成19年度までにシステ
ム最適化の基本設計の策定作業を通じて見直しを行う）。（→引き続き平
成19年度においても検討。）

－

平成20

①保健医療福祉分野におけるPKI認証局の整備状況を踏まえ、添付書類の
電子化について検討を行う（平成18年度）。（→平成19年度より保健医療
福祉分野におけるPKI認証局が運用開始予定。同認証局が発行する電子証
明書への対応について検討を行う。）

－

26,190 69,840

3.00 8.00

電子署名
（紙の場合は自署又は記名・押印）

【省略できない理由】
①疾病の発生年月日や原因、主症状、労務に服することが出来なかった期間等について確認するため
②労務に服さなかった期間及び受け取ることが出来なかった報酬について確認するため
③年金証書のコードを確認するため
④年金額を確認するため
⑤障害手当金の支給について確認するため
【オンライン化できない理由】
①～⑤事実確認に利用するため、原本が必要

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

健康保険傷病手当金請求書、船員保険傷病手当金支給請求書

 873,000件

健康保険法施行規則84条〈健康保険法〉、船員保険法施行規則44条、44条の2〈船員保険法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

健康保険被保険者は、療養のために労務に服することができない期間で、報酬の支払いがない場合（又は報酬が傷病手当金の額よりも
少ない場合）、労務に服することができなくなった初日から起算して第4日目より傷病手当金を社会保険事務所長等又は健康保険組合
に請求できる。
船員保険被保険者等は、疾病又は負傷による療養のため職務に服することができない場合は傷病手当金を地方社会保険事務局長等に請
求できる。
（主な利用者：被保険者、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

0.002

14

添　　付　　書　　類

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

9

0.001

年        度

①疾病の状態に関する医師又は歯科医師の意見書（オンラ
イン化未対応）
②労務不能若しくは報酬に関する事業主又は船舶所有者の
証明書（オンライン化未対応）
③年金証書の写（同一の傷病により障害年金を受けている
場合）（オンライン化対応済）
④直近の年金額を確認できる書類（同一の傷病により障害
年金を受けている場合）（オンライン化未対応）
⑤障害手当金の支給を確認できる書類（同一の傷病により
障害年金を受けている場合）（オンライン化未対応）



No.54

平成16 平成17 平成18 平成19

－

7

－

0.007

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

健康保険被保険者、船員保険被保険者等が死亡したとき、被保険者により生計を維持していた者が埋葬（葬祭）を行う場合は、埋葬
（葬祭）料を社会保険事務所長等又は健康保険組合に請求することができる。埋葬（葬祭）料の支給を受けるべき者がいない場合、埋
葬（葬祭）を行った者は、埋葬（葬祭）料の額の範囲内で、実際に要した費用に相当する金額を地方社会保険事務局長等に請求するこ
とができる。
（主な利用者：被保険者、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

10

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

健康保険被保険者家族埋葬料（費）請求書、船員保険被保険者家族葬祭料（費）請求書

127,000件

健康保険法施行規則51条､59条、85条、118条、122条､96条〈健康保険法〉、船員保険法施行規則82条の15、82条の16、82条の17〈船員
保険法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

平成20

－

－

－

0.008

①埋葬（葬祭）費用の領収書（埋葬（葬祭）費として請求
する場合）（オンライン化未対応）
②埋葬又は火葬許可証の写、死亡診断書、死体検案書又は
検視調書の写、被保険者又は被扶養者の死亡に関する事業
主（船舶所有者）の証明書、死亡原因を確認できる医師又
は歯科医師の診断書のいずれか（オンライン化未対応）

電子署名
（紙の場合は自署又は記名・押印）

【省略できない理由】
①埋葬費として支給する場合、現に支払った金額の範囲で給付を行うため
②死亡の事実について確認するため
【オンライン化できない理由】
①②事実について確認を行うため、原本が必要

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

②保健医療福祉分野におけるPKI認証局の整備状況を踏まえ、添付書類の
電子化について検討を行う（平成18年度）。（→平成19年度より保健医療
福祉分野におけるPKI認証局が運用開始予定。同認証局が発行する電子証
明書への対応について検討を行う。）

16日

－

－

－

－

－

－

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子申請
システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、利用者視
点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に行えるよ
うな仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18年度）。（→
平成18年7月、システム改修に着手。平成19年度に引き続き検討。）
◎通知書・届書等について統廃合等を検討する（平成19年度までにシステ
ム最適化の基本設計の策定作業を通じて見直しを行う）。（→引き続き平
成19年度においても検討。）

24時間365日

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎新規適用時、算定基礎届説明会等の機会に電子申請の周知を図る（平成
18年度）。（→実施通知発出（平成18年6月）。電子政府利用促進週間
（同年10月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやすいホーム
ページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚生労
働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する（平成18
年度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作成・配布すると
ともに、厚生労働省ホームページに掲載。引き続き、ホームページに掲載
するとともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに対する対
応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。引き続き平成19年
度においても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。（→関係
団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎電子政府利用促進週間等政府一体として取り組む「出生、入学、卒業、
就職、結婚、退職、死亡」など国民のライフサイクルに着目した周知広報
を実施（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフレット
を作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をスムーズに行
う（平成19年度）。

◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引き続き検
討（平成19年度）。

広 報 ・ 普 及 活 動

◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効果的な利
用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→引き続き検討。）

1

0.001

年        度

そ　　　 の　　　 他

処理時間は紙の場合と同じ

平日9時～17時

－

申請者の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は申請者の自署又は記名・押印及び社会保険労
務士の記名押印）

◎申請データ仕様の公開

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

3,810 10,160

3.00 8.00



No.55

平成16 平成17 平成18 平成19

－

13

－

0.004

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

そ　　　 の　　　 他

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎新規適用時、算定基礎届説明会等の機会に電子申請の周知を図る（平成
18年度）。（→実施通知発出（平成18年6月）。電子政府利用促進週間（同
年10月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやすいホーム
ページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚生労
働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する（平成18
年度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作成・配布するとと
もに、厚生労働省ホームページに掲載。引き続き、ホームページに掲載す
るとともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに対する対
応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。引き続き平成19年
度においても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。（→関係
団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎電子政府利用促進週間等政府一体として取り組む「出生、入学、卒業、
就職、結婚、退職、死亡」など国民のライフサイクルに着目した周知広報
を実施（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフレットを
作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をスムーズに行う
（平成19年度）。

◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引き続き検
討（平成19年度）。

処理時間は紙の場合と同じ

平日9時～17時

－

－

24時間365日

－

－

－

－

申請者の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は申請者の自署又は記名・押印及び社会保険労
務士の記名押印）

－ ◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効果的な利
用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→引き続き検討。）

15日

◎申請データ仕様の公開

－

－

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子申請
システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、利用者視
点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に行えるよ
うな仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18年度）。（→
平成18年7月、システム改修に着手。平成19年度に引き続き検討。）
◎通知書・届書等について統廃合等を検討する（平成19年度までにシステ
ム最適化の基本設計の策定作業を通じて見直しを行う）。（→引き続き平
成19年度においても検討。）

－

平成20

①保健医療福祉分野におけるPKI認証局の整備状況を踏まえ、添付書類の電
子化について検討を行う（平成18年度）。（→平成19年度より保健医療福
祉分野におけるPKI認証局が運用開始予定。同認証局が発行する電子証明書
への対応について検討を行う。）

－

12,570 33,520

3.00 8.00

電子署名
（紙の場合は自署又は記名・押印）

【省略できない理由】
①出産の事実について確認するため
【オンライン化できない理由】
①事実確認に利用するため、原本が必要

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

健康保険被保険者家族出産育児一時金請求書、船員保険出産育児一時金・家族出産育児一時金支給請求書

419,000件

健康保険法施行規則86条、97条、129条、134条〈健康保険法〉、船員保険法施行規則47条の5、48条〈船員保険法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

被保険者又はその被扶養者が妊娠4か月以上でお産（死産も含む）をしたときは、出産育児一時金を社会保険事務所長等若しくは健康保
険組合又は地方社会保険事務局長等に請求できる。
（主な利用者：被保険者、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

0.005

19

添　　付　　書　　類

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

14

0.003

年        度

①出産を確認できる医師又は助産師の証明書又は出生を確
認できる市町村長の証明書（オンライン化未対応）



No.56

平成16 平成17 平成18 平成19

－

0

－

0

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

健康保険被保険者等が出産の日（出産の日が出産予定日より後になるときは出産予定日）以前42日（多胎妊娠の場合は98日）より出産
の日後56日までの間において労務に服することができないとき出産手当金を社会保険事務所長等又は健康保険組合に請求できる。船員
被保険者等が妊娠のため職務に服することができない場合は、妊娠の判明した日から出産当日までの間と出産の日後56日の範囲内で出
産手当金を地方社会保険事務局長等に請求できる。
（主な利用者：被保険者、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

1

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

健康保険出産手当金請求書、船員保険出産手当金支給請求書

 125,000件

健康保険法施行規則87条、134条〈健康保険法〉、船員保険法施行規則47条の6〈船員保険法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

平成20

－

－

－

0.001

①出産予定日若しくは多胎妊娠に関する医師又は助産師の
意見書（オンライン化未対応）
②労務不能に関する事業主又は船舶所有者の証明書（オン
ライン化未対応）
③妊娠を確認した年月日に関する医師の証明書（オンライ
ン化未対応）

電子署名
（紙の場合は自署又は記名・押印）

【省略できない理由】
①出産予定日および多胎妊娠の事実によって給付額を算定するため
②労務に服さなかった期間及び受け取ることが出来なかった報酬について確認するため
③診断年月日によっては給付期間に影響があるため
【オンライン化できない理由】
①～③事実確認に利用するため、原本が必要

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

①③保健医療福祉分野におけるPKI認証局の整備状況を踏まえ、添付書類
の電子化について検討を行う（平成18年度）。（→平成19年度より保健医
療福祉分野におけるPKI認証局が運用開始予定。同認証局が発行する電子
証明書への対応について検討を行う。）

17日

－

－

－

－

－

－

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子申請
システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、利用者視
点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に行えるよ
うな仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18年度）。（→
平成18年7月、システム改修に着手。平成19年度に引き続き検討。）
◎通知書・届書等について統廃合等を検討する（平成19年度までにシステ
ム最適化の基本設計の策定作業を通じて見直しを行う）。（→引き続き平
成19年度においても検討。）

24時間365日

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎新規適用時、算定基礎届説明会等の機会に電子申請の周知を図る（平成
18年度）。（→実施通知発出（平成18年6月）。電子政府利用促進週間
（同年10月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやすいホーム
ページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚生労
働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する（平成18
年度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作成・配布すると
ともに、厚生労働省ホームページに掲載。引き続き、ホームページに掲載
するとともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに対する対
応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。引き続き平成19年
度においても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。（→関係
団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎電子政府利用促進週間等政府一体として取り組む「出生、入学、卒業、
就職、結婚、退職、死亡」など国民のライフサイクルに着目した周知広報
を実施（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフレット
を作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をスムーズに行
う（平成19年度）。

◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引き続き検
討（平成19年度）。

広 報 ・ 普 及 活 動

◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効果的な利
用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→引き続き検討。）

2

0.002

年        度

そ　　　 の　　　 他

処理時間は紙の場合と同じ

平日9時～17時

－

申請者の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は申請者の自署又は記名・押印及び社会保険労
務士の記名押印）

◎申請データ仕様の公開

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

3,750 10,000

3.00 8.00



No.57

平成16 平成17 平成18 平成19

－

691

－

0.026

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

そ　　　 の　　　 他

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎新規適用時、算定基礎届説明会等の機会に電子申請の周知を図る
（平成18年度）。（→実施通知発出（平成18年6月）。電子政府利用促
進週間（同年10月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやすい
ホームページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚
生労働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する
（平成18年度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作成・
配布するとともに、厚生労働省ホームページに掲載。引き続き、ホー
ムページに掲載するとともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに対す
る対応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。引き続き
平成19年度においても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。（→
関係団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎社会保険及び労働保険関係手続のオンライン利用の広報に関する共
通のリーフレットを作成し、年度更新関係書類に同封（平成19年2～3
月）。
◎電子政府利用促進週間等政府一体として取り組む「出生、入学、卒
業、就職、結婚、退職、死亡」など国民のライフサイクルに着目した
周知広報を実施（平成19年度）。
◎大規模事業所への個別訪問による協力依頼（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフレッ
トを作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をスムー
ズに行う（平成19年度）。

◎労働保険と事業所（事業場）コードの統一等に向けた検討を進める
（平成23年度末までのできる限り早期）。（→省内関係部局と協議
中。平成19年度も引き続き検討。）
◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引き続
き検討（平成19年度）。

処理時間は紙の場合と同じ

平日9時～17時

－

－

24時間365日

－

－

－

－

本人の電子署名、事業主の電子署名及び社会保険労務士の
電子署名
（紙の場合は紙の場合は本人の自署若しくは記名・押印及
び事業主の自署若しくは記名・事業主印及び社会保険労務
士の記名押印）

－ ◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効果的
な利用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→省内に設置
した部局間連携推進分科会において検討中。）
◎電子証明書の取得費用等に対する税額控除の措置について税制改正
要望を実施（既存税制で対応との結論）。

1日

◎企業内データを活用した申請等が効率的に行えるような
申請データ仕様の公開

－

－

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子
申請システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、利用
者視点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に
行えるような仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18
年度）。（→平成18年7月、システム改修に着手。平成19年度に引き続
き検討。）
◎事業主が事業所内より選任した代理人の行う申請について対応を検
討する（平成18年度）。（→システムの影響について検討中。引き続
き平成19年度においても検討。）
◎通知書・届書等について統廃合等を検討する（平成19年度までにシ
ステム最適化の基本設計の策定作業を通じて見直しを行う）。（→引
き続き平成19年度においても検討。）
◎磁気媒体届書作成プログラムへの追加（平成19年度）。

－

平成20

－

－

105,180 280,480

3.00 8.00

本人及び事業主の電子署名
（紙の場合は本人の自署若しくは記名・押印及び事業主の
自署若しくは記名・事業主印）

【省略できない理由】
①現物の回収が必要であるため
②被扶養者認定を適切に行うため
【オンライン化できない理由】
①現物の回収が必要であるため
②事実について確認を行うため、原本が必要

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

健康保険被扶養者（異動）届、船員保険被扶養者（異動）届

3,506,000件

健康保険法施行規則38条、59条､99条､120条、121条、134条〈健康保険法〉､船員保険法施行規則17条の3、17条の4、17条の5､17条
の8、24条の2の5、47条の2、47条の2の7〈船員保険法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

被保険者等が被扶養者を有するに至った場合やその有する被扶養者に異動があった場合には、事業主又は船舶所有者を経由して社
会保険事務所長等若しくは健康保険組合又は地方社会保険事務局長等に届出しなければならない。
（主な利用者：被保険者、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

0.014

514

添　　付　　書　　類

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

269

0.008

年        度

①被扶養者証（扶養しなくなった場合）（オンライン化未
対応）
②扶養認定にあたり収入や住所、生計維持関係、続柄等を
確認する必要がある場合に、これらを確認できる書類（オ
ンライン化未対応）



No.58

平成16 平成17 平成18 平成19

－

15

－

0.002

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

被保険者等が、本人又は被扶養者ひとりひとりについて、同一の医療機関に対して1か月に支払った額が自己負担限度額を越えた場
合、その越えた部分について社会保険事務所長等又は健康保険組合に請求できる。
（主な利用者：被保険者、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

16

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

健康保険被保険者被扶養者世帯合算高額療養費支給申請書、船員保険高額療養費支給申請書

1,116,000件

健康保険法施行規則109条、134条〈健康保険法〉、船員保険法施行規則47条の4〈船員保険法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

平成20

－

－

－

0.001

①領収明細書（写）（オンライン化対応済）

電子署名
（紙の場合は自署又は記名・押印）

【省略できない理由】
①給付の決定に際し、事実の確認が必要なため
【オンライン化できない理由】
①事実確認に利用するため、場合によって原本が必要

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

－

90日（標準処理期間）

－

－

－

－

－

－

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子申
請システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、利用者
視点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に行え
るような仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18年
度）。（→平成18年7月、システム改修に着手。平成19年度に引き続き
検討。）
◎通知書・届書等について統廃合等を検討する（平成19年度までにシス
テム最適化の基本設計の策定作業を通じて見直しを行う）。（→引き続
き平成19年度においても検討。）

24時間365日

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎新規適用時、算定基礎届説明会等の機会に電子申請の周知を図る（平
成18年度）。（→実施通知発出（平成18年6月）。電子政府利用促進週
間（同年10月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやすいホー
ムページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚生
労働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する（平
成18年度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作成・配布
するとともに、厚生労働省ホームページに掲載。引き続き、ホームペー
ジに掲載するとともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに対する
対応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。引き続き平成
19年度においても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。（→関
係団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎電子政府利用促進週間等政府一体として取り組む「出生、入学、卒
業、就職、結婚、退職、死亡」など国民のライフサイクルに着目した周
知広報を実施（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフレッ
トを作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をスムーズ
に行う（平成19年度）。

◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引き続き
検討（平成19年度）。

広 報 ・ 普 及 活 動

◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効果的な
利用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→引き続き検
討。）

3

0.000

年        度

そ　　　 の　　　 他

処理時間は紙の場合と同じ

平日9時～17時

－

申請者の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は申請者の自署又は記名・押印及び社会保険労
務士の記名押印）

◎申請データ仕様の公開

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

33,480 89,280

3.00 8.00



No.59

平成16 平成17 平成18 平成19

657,720

6,728

6.00

0.082

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎新規適用時、算定基礎届説明会等の機会に電子申請の周知を図る（平成18年
度）。（→実施通知発出（平成18年6月）。電子政府利用促進週間（同年10
月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやすいホームペー
ジに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚生労働省
ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する（平成18年度）。
（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作成・配布するとともに、厚生労
働省ホームページに掲載。引き続き、ホームページに掲載するとともに、利用
者向け情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに対する対応の
充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。引き続き平成19年度におい
ても対応。）
◎磁気媒体申請（FD）による届出について電子申請への移行を促進する（平成
18年度）。（→実施通知発出（平成18年6月）。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。（→関係団体
に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎社会保険及び労働保険関係手続のオンライン利用の広報に関する共通のリー
フレットを作成し、年度更新関係書類に同封（平成19年2～3月）。
◎大規模事業所への個別訪問による協力依頼（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフレットを作成
し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をスムーズに行う（平成19
年度）。

◎労働保険と事業所（事業場）コードの統一等に向けた検討を進める。（→省
内関係部局と協議中。平成19年度も引き続き検討。）
◎基礎年金番号と雇用保険被保険者番号との統一に向けた検討を行う（平成19
年度末までに最も効果的な方策について結論を得る）。（→省内関係部局と協
議中。平成19年度も引き続き検討。）
◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎磁気媒体届書作成プログラムのソフト開発業者への利用許諾の検討（平成19
年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引き続き検討
（平成19年度）。
※国・地方公共団体において、5年後にオンライン利用率50％以上の達成に向け
て取り組むことにより、認証基盤の普及等が図られることを見込んで目標を設
定。

広 報 ・ 普 及 活 動

－

事業主の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は事業主の自署又は記名・事業主印及び社会保
険労務士の記名押印）

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子申請シス
テムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、利用者視点に
立った手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に行えるような仕様
の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18年度）。（→平成18年7月、
システム改修に着手。平成19年度に引き続き検討。）
◎事業主が事業所内より選任した代理人の行う申請について対応を検討する
（平成18年度）。（→システムの影響について検討中。引き続き平成19年度に
おいても検討。）
◎通知書・届書等について統廃合等を検討する（平成19年度までにシステム最
適化の基本設計の策定作業を通じて見直しを行う）。（→引き続き平成19年度
においても検討。）

－平日9時～17時

24時間365日

◎企業内データを活用した申請等が効率的に行えるような
申請データ仕様の公開
◎企業内データを活用した申請等が効率的に行える「磁気
媒体届書作成プログラム」を電子申請でも活用
◎労働保険関係手続とのグループ申請を実施

－

－ ◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効果的な利用促
進のための方策を検討する（平成18年度）。（→省内に設置した部局間連携推
進分科会において検討中。）
◎電子証明書の取得費用等に対する税額控除の措置について税制改正要望を実
施（既存税制で対応との結論）。

－

◎社会保険労務士が提出代行等を行う場合においては、事業主の署名に代わる
措置として、電子署名のほか、識別番号・暗証番号（ID・パスワード）の入力
によることも可能とする（平成18年度）。（→実施通知発出（平成18年4月）、
実施（同年6月）。引き続き平成19年度も実施。）

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

－

－

－

－

－

－

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

健康保険・厚生年金保険賞与支払届、厚生年金保険（船員）賞与支払届

10,962,000件

健康保険法施行規則27条〈健康保険法〉、厚生年金保険法施行規則26条の2〈厚生年金保険法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

シ ス テ ム の 改 善

そ　　　 の　　　 他

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

1日

処理時間は紙又は磁気媒体の場合と同じ

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

添　　付　　書　　類

0.011

－

事業主の電子署名
（紙の場合は事業主の自署又は記名・事業主印）

事業主、船舶所有者は、賞与の支給を行ったときは社会保険事務所長等若しくは健康保険組合又は地方社会保険事務局長等に届出しなけれ
ばならない。
（主な利用者：事業主、代理申請率：－）

926

平成20

342 2,740,500目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

25.0015.000.005

年        度

1,644,300



No.60

平成16 平成17 平成18 平成19

－

0

－

0

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

複数の年金受給権があり、選択を必要とする者は、申請書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。
（主な利用者：受給権者、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

シ ス テ ム の 改 善

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

－

◎申請データ仕様の公開

－

手　数　料

－

添　　付　　書　　類

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

①受給権者の生存に関する市町村長の証明又は戸籍抄本
（社会保険庁長官が住民基本台帳法により本人確認情報の
提供を受けることができないとき）（オンライン化未対
応）
②年金証書（オンライン化未対応）
③全額支給停止を確認できる書類（オンライン化未対応）
④身分関係を確認できる市町村長の証明書又は戸籍抄本
（加給年金対象者がある場合）（オンライン化未対応）
⑤障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書（障害が
ある加給年金対象者がいる場合）（オンライン化未対応）
⑥生計維持を確認できる書類（加給年金対象者がある場
合）（オンライン化未対応）
⑦レントゲンフィルム（障害がある加給年金対象者がいる
場合）（オンライン化未対応）

⑤保健医療福祉分野におけるPKI認証局の整備状況を踏まえ、添付書類
の電子化について検討を行う（平成18年度）。（→平成19年度より保健
医療福祉分野におけるPKI認証局が運用開始予定。同認証局が発行する
電子証明書への対応について検討を行う。）

－

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

国民年金・共済年金・厚生年金保険年金受給選択申出書、国民年金・共済組合等・厚生年金保険年金受給選択申出書

373,000件

船員保険法施行規則昭和61年附則21条、旧船員保険法施行規則53条、54条、68条の4、68条の6、72条の2、74条の10、81条の6、82条
の11、82条の14の6、82条の14の9〈船員保険法〉、厚生年金保険法施行規則30条の5、45条､61条、施行規則昭和61年附則14条、旧厚
生年金保険法施行規則30条の2､43条の3、44条の2､61条、76条の3､厚生年金保険法施行規則平成9年附則19条、20条、29条、30条〈厚
生年金保険法〉、国民年金法施行規則17条、17条の7、32条、35条、41条、60条の3、昭和61年附則8条、旧国民年金法施行規則17
条、32条、40条、50条、52条、60条の3

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

【省略できない理由】
①生存の事実を確認するため
②年金証書のコードを確認するため（省略を検討）
③重複して給付を行わないようにするため
④給付の決定に際し、事実の確認が必要なため
⑤該当する場合は、給付金額に影響があるため
⑥障害の有無、その程度によって給付金額に影響があるため
⑦該当する場合は、給付金額に影響があるため
【オンライン化できない理由】
①～⑦事実について確認を行うため、原本が必要

年        度

申請者の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は申請者の自署又は記名・押印及び社会保険労
務士の記名押印）

－

電子署名
（紙の場合は自署又は記名・押印）

11,190 29,840

3.00 8.00

0

－

－

－

－

－

－

－

－

そ　　　 の　　　 他

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子申
請システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、利用者
視点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に行え
るような仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18年
度）。（→平成18年7月、システム改修に着手。平成19年度に引き続き
検討。）
◎通知書・届書等について統廃合等を検討する（平成19年度までにシス
テム最適化の基本設計の策定作業を通じて見直しを行う）。（→引き続
き平成19年度においても検討。）

平日9時～17時

24時間365日

上記項目以外のインセンティブ措置

◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効果的な
利用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→引き続き検
討。）

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎機会を捉えて電子申請の周知を図る（平成18年度）（→実施通知発出
（平成18年6月）。電子政府利用促進週間（同年10月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやすいホー
ムページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚生
労働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する（平
成18年度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作成・配布
するとともに、厚生労働省ホームページに掲載。引き続き、ホームペー
ジに掲載するとともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに対する
対応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。引き続き平成
19年度においても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。（→関
係団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎電子政府利用促進週間等政府一体として取り組む「出生、入学、卒
業、就職、結婚、退職、死亡」など国民のライフサイクルに着目した周
知広報を実施（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフレッ
トを作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をスムーズ
に行う（平成19年度）。

◎基礎年金番号と雇用保険被保険者番号との統一に向けた検討を行う
（平成19年度末までに最も効果的な方策について結論を得る）。（→省
内関係部局と協議中。平成19年度も引き続き検討。）
◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引き続き
検討（平成19年度）。

広 報 ・ 普 及 活 動

0

平成20

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

0

0



No.61

平成16 平成17 平成18 平成19

64,140

1,454

6.00

0.181

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子申請シ
ステムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、利用者視点
に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に行えるような
仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18年度）。（→平成18
年7月、システム改修に着手。平成19年度に引き続き検討。）
◎事業主が事業所内より選任した代理人の行う申請について対応を検討する
（平成18年度）。（→システムの影響について検討中。引き続き平成19年度
においても検討。）
◎申請契機が同一である申請・届出様式について、事業主の負担軽減等を図
るため、様式ごとの記載事項の必要性も検証しつつ、共通様式化を進める
（平成20年度より）。（→国民年金第3号被保険者の住所変更と併せて届出
が可能となるよう省令改正（平成18年10月施行）。）

そ　　　 の　　　 他

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎新規適用時、算定基礎届説明会等の機会に電子申請の周知を図る（平成18
年度）。（→実施通知発出（平成18年6月）。電子政府利用促進週間（同年
10月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやすいホーム
ページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚生労働
省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する（平成18年
度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作成・配布するととも
に、厚生労働省ホームページに掲載。引き続き、ホームページに掲載すると
ともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに対する対応
の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。引き続き平成19年度に
おいても対応。）
◎磁気媒体申請（FD）による届出について電子申請への移行を促進する（平
成18年度）。（→実施通知発出（平成18年6月）。）
◎社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所等地方機関の窓口にお
いて、相互の手続について電子申請の利用勧奨を行う（平成18年度）。（→
省内に設置した部局間連携推進分科会において検討中。各地方機関において
相互で扱う手続の利用勧奨に利用できるよう共通のリーフレットを作成。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。（→関係団
体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎社会保険及び労働保険関係手続のオンライン利用の広報に関する共通の
リーフレットを作成し、年度更新関係書類に同封（平成19年2～3月）。
◎大規模事業所への個別訪問による協力依頼（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフレットを
作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をスムーズに行う
（平成19年度）。

◎所要の法改正により住民基本台帳ネットワークシステムを活用して住所変
更情報の提供を受けることができる場合、届出を行うことを要しないものと
する予定（平成23年度実施予定）。
◎労働保険と事業所（事業場）コードの統一等に向けた検討を進める（平成
23年度末までのできる限り早期）。（→省内関係部局と協議中。平成19年度
も引き続き検討。）
◎基礎年金番号と雇用保険被保険者番号との統一に向けた検討を行う（平成
19年度末までに最も効果的な方策について結論を得る）。（→省内関係部局
と協議中。平成19年度も引き続き検討。）
◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎磁気媒体届書作成プログラムのソフト開発業者への利用許諾の検討（平成
19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引き続き検討
（平成19年度）。
※国・地方公共団体において、5年後にオンライン利用率50％以上の達成に
向けて取り組むことにより、認証基盤の普及等が図られることを見込んで目
標を設定。

広 報 ・ 普 及 活 動

シ ス テ ム の 改 善

－

－

年        度

－

－

事業主の電子署名
（紙の場合は事業主の自署又は記名・事業主印）

160,350

15.00 25.00

267,250

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

厚生年金保険被保険者住所変更届、厚生年金保険（船員）被保険者住所変更届

1,069,000件

厚生年金保険法施行規則5条の5、21条の2〈厚生年金保険法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

添　　付　　書　　類

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

◎企業内データを活用した申請等が効率的に行えるような
申請データ仕様の公開
◎企業内データを活用した申請等が効率的に行える「磁気
媒体届書作成プログラム」を電子申請でも活用
◎労働保険関係手続とのグループ申請を実施

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

平日9時～17時

－

－

－

24時間365日

事業主の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は事業主の自署又は記名・事業主印及び社会保
険労務士の記名押印）

◎社会保険労務士が提出代行等を行う場合においては、事業主の署名に代わ
る措置として、電子署名のほか、識別番号・暗証番号（ID・パスワード）の
入力によることも可能とする（平成18年度）。（→実施通知発出（平成18年
4月）、実施（同年6月）。引き続き平成19年度も実施。）

－

－

－

◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効果的な利用
促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→省内に設置した部局間連
携推進分科会において検討中。）
◎電子証明書の取得費用等に対する税額控除の措置について税制改正要望を
実施（既存税制で対応との結論）。

－

－

－

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

適用事業所の事業主は、厚生年金保険被保険者が住所を変更した場合、速やかに社会保険事務所長等に届出なければならない。
（主な利用者：事業主、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況 改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

408

0.039

－

－

平成20

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

162

0.014



No.62

平成16 平成17 平成18 平成19

－

70

－

0.011

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

平成20年        度

77目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

被保険者又は被保険者であった者が、年金手帳を破り、汚し、又は失ったときは、氏名、性別、生年月日及び住所、基礎年金番
号を記載した申請書を社会保険事務所長等に提出し、年金手帳の再交付を受けなければならない。
（主な利用者：被保険者、代理申請率：－）

37

0.005

－

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

－

申請者の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は申請者の自署又は記名・押印及び社会保険労
務士の記名押印）

－

－

－

【省略できない理由・オンライン化できない理由】
①現物の回収が必要であるため

①破り又は汚した年金手帳（オンライン化未対応）

－

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

シ ス テ ム の 改 善

◎申請データ仕様の公開

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

添　　付　　書　　類

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

－

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

電子署名
（紙の場合は自署又は記名・押印）

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

年金手帳再交付申請書

862,000件

厚生年金保険法施行規則11条〈厚生年金保険法〉、国民年金法施行規則11条〈国民年金法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

0.008

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎機会を捉えて電子申請の周知を図る（平成18年度）（→実施通
知発出（平成18年6月）。電子政府利用促進週間（同年10月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやす
いホームページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するととも
に、厚生労働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報
を掲載する（平成18年度）。（→平成19年1月、電子申請に関する
手引書を作成・配布するとともに、厚生労働省ホームページに掲
載。引き続き、ホームページに掲載するとともに、利用者向け情
報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに
対する対応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。
引き続き平成19年度においても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。
（→関係団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎電子政府利用促進週間等政府一体として取り組む「出生、入
学、卒業、就職、結婚、退職、死亡」など国民のライフサイクル
に着目した周知広報を実施（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフ
レットを作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行
をスムーズに行う（平成19年度）。

◎基礎年金番号と雇用保険被保険者番号との統一に向けた検討を
行う（平成19年度末までに最も効果的な方策について結論を得
る）。（→省内関係部局と協議中。平成19年度も引き続き検
討。）
◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引
き続き検討（平成19年度）。

広 報 ・ 普 及 活 動

そ　　　 の　　　 他

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→
電子申請システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備
中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、
利用者視点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が
効率的に行えるような仕様の公開など、便利で使いやすいものと
する（平成18年度）。（→平成18年7月、システム改修に着手。平
成19年度に引き続き検討。）
◎通知書・届書等について統廃合等を検討する（平成19年度まで
にシステム最適化の基本設計の策定作業を通じて見直しを行
う）。（→引き続き平成19年度においても検討。）

処理時間は紙の場合と同じ

－

－

－

◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効
果的な利用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→引
き続き検討。）

平日9時～17時

－

1日（基礎年金番号が判明している場合）

24時間365日

25,860 68,960

3.00 8.00



No.63

平成16 平成17 平成18 平成19

－

8

－

0.001

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに
効果的な利用促進のための方策を検討する（平成18年度）。
（→引き続き検討。）

処理時間は紙の場合と同じ

－

－

－

135,040

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについて、パ
ンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎機会を捉えて電子申請の周知を図る（平成18年度）（→実施
通知発出（平成18年6月）。電子政府利用促進週間（同年10
月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しや
すいホームページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検
討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するととも
に、厚生労働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情
報を掲載する（平成18年度）。（→平成19年1月、電子申請に
関する手引書を作成・配布するとともに、厚生労働省ホーム
ページに掲載。引き続き、ホームページに掲載するとともに、
利用者向け情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせ
に対する対応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設
置。引き続き平成19年度においても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年
度）。（→関係団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎電子政府利用促進週間等政府一体として取り組む「出生、入
学、卒業、就職、結婚、退職、死亡」など国民のライフサイク
ルに着目した周知広報を実施（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパ
ンフレットを作成し、厚生労働省電子申請・届出システムから
の移行をスムーズに行う（平成19年度）。

◎基礎年金番号と雇用保険被保険者番号との統一に向けた検討
を行う（平成19年度末までに最も効果的な方策について結論を
得る）。（→省内関係部局と協議中。平成19年度も引き続き検
討。）
◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について
引き続き検討（平成19年度）。

広 報 ・ 普 及 活 動

そ　　　 の　　　 他

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。
（→電子申請システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべ
く準備中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについ
て、利用者視点に立った手続案内、企業内データを活用した申
請等が効率的に行えるような仕様の公開など、便利で使いやす
いものとする（平成18年度）。（→平成18年7月、システム改
修に着手。平成19年度に引き続き検討。）
◎通知書・届書等について統廃合等を検討する（平成19年度ま
でにシステム最適化の基本設計の策定作業を通じて見直しを行
う）。（→引き続き平成19年度においても検討。）

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書

1,688,000件

厚生年金保険法施行規則30条、30条の2、施行規則附則6〈厚生年金保険法〉、国民年金法施行規則16条、16条の3、16条の4、
30条の3、30条の4〈国民年金法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

⑪保健医療福祉分野におけるPKI認証局の整備状況を踏まえ、
添付書類の電子化について検討を行う（平成18年度）。（→平
成19年度より保健医療福祉分野におけるPKI認証局が運用開始
予定。同認証局が発行する電子証明書への対応について検討を
行う。）

シ ス テ ム の 改 善

◎申請データ仕様の公開

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

平日9時～17時

－

32日

24時間365日

－

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

－

－

－

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

原則として25年の資格期間を満たした者が、65歳になって年金を受給するときは、請求書を社会保険事務所長等に提出する。
ただし、65歳になる前であっても一定の要件を満たす者については、年金が支給される。
（主な利用者：受給権者、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況 改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

－

添　　付　　書　　類

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

－

【省略できない理由】
①本人確認のため
②雇用保険の手当との調整に必要なため
③基礎年金番号を確認するため
④給付の決定に際し、事実の確認が必要なため
⑤給付の決定に際し、事実の確認が必要なため
⑥給付の決定に際し、事実の確認が必要なため
⑦給付の決定に際し、事実の確認が必要なため
⑧給付の決定に際し、事実の確認が必要なため
⑨給付の決定に際し、事実の確認が必要なため
⑩給付の決定に際し、事実の確認が必要なため
⑪障害の有無、その程度によって給付額に影響するため
⑫適切な支払事務が行われるようにするため
⑬障害の有無、その程度によって給付額に影響するため
【オンライン化できない理由】
①～⑬事実について確認を行うため、原本が必要

①生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本（社会保険
庁長官が住民基本台帳法により本人確認情報の提供を受けるこ
とができないとき）（オンライン化未対応）
②雇用保険被保険者証（オンライン化未対応）
③年金手帳（オンライン化未対応）
④年金加入期間確認通知書（共済の期間がある場合）（オンラ
イン化未対応）
⑤旧令共済組合員期間を確認できる書類（該当期間を有する場
合）（オンライン化未対応）
⑥合算対象期間を確認できる書類（該当期間を有する場合）
（オンライン化未対応）
⑦年金証書（公的年金給付を受ける権利を有する場合）（オン
ライン化未対応）
⑧生計維持を確認できる書類（加給年金対象者がある場合）
（オンライン化未対応）
⑨身分関係を確認できる市町村長の証明書又は戸籍抄本（加給
年金対象者がある場合）（オンライン化未対応）
⑩配偶者の年金手帳又はその他基礎年金番号を確認できる書類
（配偶者が年金手帳又は基礎年金番号の通知の交付を受けてい
る場合）（オンライン化未対応）
⑪障害の程度に関する医師又は歯科医師の診断書（1級又は2級
の障害の状態にある子がいる場合）（オンライン化未対応）
⑫金融機関又は郵便局の証明書（オンライン化未対応）
⑬レントゲンフィルム（該当する場合）（オンライン化未対
応）

電子署名
（紙の場合は自署又は記名・押印）

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

平成20年        度

11

0.001

15

0.001

50,640

3.00 8.00

申請者の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は申請者の自署又は記名・押印及び社会保険労務士
の記名押印）

－



No.64

平成16 平成17 平成18 平成19

－

0

－

0

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

平成20年        度

0目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

60歳台前半の老齢給付(報酬比例部分のみ支給される老齢厚生年金や定額部分と報酬比例部分とを併せて支給される老齢厚生年金)を受
けている方が65歳になったときは、裁定請求書を社会保険事務所長等に提出する。
（主な利用者：受給権者、代理申請率：－）

0

0

－

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

－

申請者の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は申請者の自署又は記名・押印及び社会保険労
務士の記名押印）

－

－

－

【省略できない理由】
①生存確認のため
②年金証書のコードを確認するため（省略を検討）
③給付の決定に際し、事実の確認が必要なため
④給付の決定に際し、事実の確認が必要なため
⑤給付の決定に際し、事実の確認が必要なため
【オンライン化できない理由】
①～⑤事実について確認を行うため、原本が必要

①請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本
（社会保険庁長官が住民基本台帳法により本人確認情報の
提供を受けることができないとき）（オンライン化未対
応）
②年金証書（公的年金給付を受ける権利を有する場合）
（オンライン化未対応）
③身分関係を確認できる市町村長の証明書又は戸籍抄本
（加給年金対象者がある場合）（オンライン化未対応）
④生計維持を確認できる書類（加給年金対象者がある場
合）（オンライン化未対応）
⑤年金加入期間確認通知書（共済の期間がある場合）（オ
ンライン化未対応）

－

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

シ ス テ ム の 改 善

－

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

添　　付　　書　　類

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

－

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

電子署名
（紙の場合は自署又は記名・押印）

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書（ハガキ形式）

850,000件

厚生年金保険法施行規則30条の2〈厚生年金保険法〉、国民年金法施行規則16条の2〈国民年金法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

0

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎機会を捉えて電子申請の周知を図る（平成18年度）（→実施通知発出
（平成18年6月）。電子政府利用促進週間（同年10月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやすいホーム
ページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚生労
働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する（平成18
年度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作成・配布すると
ともに、厚生労働省ホームページに掲載。引き続き、ホームページに掲載
するとともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに対する対
応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。引き続き平成19年
度においても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。（→関係
団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎電子政府利用促進週間等政府一体として取り組む「出生、入学、卒業、
就職、結婚、退職、死亡」など国民のライフサイクルに着目した周知広報
を実施（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフレット
を作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をスムーズに行
う（平成19年度）。

◎基礎年金番号と雇用保険被保険者番号との統一に向けた検討を行う（平
成19年度末までに最も効果的な方策について結論を得る）。（→省内関係
部局と協議中。平成19年度も引き続き検討。）
◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引き続き検
討（平成19年度）。

広 報 ・ 普 及 活 動

そ　　　 の　　　 他

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子申請
システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、利用者視
点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に行えるよ
うな仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18年度）。（→
平成18年7月、システム改修に着手。平成19年度に引き続き検討。）
◎通知書・届書等について統廃合等を検討する（平成19年度までにシステ
ム最適化の基本設計の策定作業を通じて見直しを行う）。（→引き続き平
成19年度においても検討。）

処理時間は紙の場合と同じ

－

－

－

◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効果的な利
用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→引き続き検討。）

平日9時～17時

－

75日（標準処理期間）

24時間365日

25,500 68,000

3.00 8.00



No.65

平成16 平成17 平成18 平成19

－

0

－

0

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効果的
な利用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→引き続き検
討。）

処理時間は紙の場合と同じ

－

－

－

34,960

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎機会を捉えて電子申請の周知を図る（平成18年度）（→実施通知発
出（平成18年6月）。電子政府利用促進週間（同年10月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやすい
ホームページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚
生労働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する
（平成18年度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作
成・配布するとともに、厚生労働省ホームページに掲載。引き続き、
ホームページに掲載するとともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに対す
る対応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。引き続き
平成19年度においても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。（→
関係団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎電子政府利用促進週間等政府一体として取り組む「出生、入学、卒
業、就職、結婚、退職、死亡」など国民のライフサイクルに着目した
周知広報を実施（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフ
レットを作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をス
ムーズに行う（平成19年度）。

◎基礎年金番号と雇用保険被保険者番号との統一に向けた検討を行う
（平成19年度末までに最も効果的な方策について結論を得る）。（→
省内関係部局と協議中。平成19年度も引き続き検討。）
◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引き続
き検討（平成19年度）。

広 報 ・ 普 及 活 動

そ　　　 の　　　 他

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子
申請システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、利用
者視点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に
行えるような仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18
年度）。（→平成18年7月、システム改修に着手。平成19年度に引き
続き検討。）
◎通知書・届書等について統廃合等を検討する（平成19年度までにシ
ステム最適化の基本設計の策定作業を通じて見直しを行う）。（→引
き続き平成19年度においても検討。）

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届

437,000件

厚生年金保険法施行規則33条、厚生年金保険法施行規則平成9年附則26条〈厚生年金保険法〉、国民年金法施行規則17条の6〈国民
年金法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

－

シ ス テ ム の 改 善

－

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

平日9時～17時

－

24時間365日

－

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

－

－

－

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

年金受給権者が雇用保険法等による給付が受けられるようになったときは、届書を社会保険事務所長等に提出しなければならな
い。
（主な利用者：受給権者、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況 改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

－

添　　付　　書　　類

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

－

【省略できない理由】
①支給停止に該当する事由を確認するため
【オンライン化できない理由】
①事実について確認を行うため、原本が必要

①支給停止事由を確認できる書類（オンライン化未対応）

電子署名
（紙の場合は自署又は記名・押印）

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

平成20年        度

0

0

5

0.001

13,110

3.00 8.00

申請者の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は申請者の自署又は記名・押印及び社会保険労
務士の記名押印）

－



No.66

平成16 平成17 平成18 平成19

－

0

－

0

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

加給年金額対象者である配偶者が老齢（退職）・障害の年金を受けられるようになったときは、届書を社会保険事務所長等に提
出しなければならない。
（主な利用者：受給権者、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況 改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

シ ス テ ム の 改 善

－

上記項目以外のインセンティブ措置

◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効
果的な利用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→引
き続き検討。）

添　　付　　書　　類

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

手　数　料

申請者の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は申請者の自署又は記名・押印及び社会保険労務士
の記名押印）

－

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当届

128,000件

厚生年金保険法施行規則33条の2、49条の2〈厚生年金保険法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

－

－

年        度

－

電子署名
（紙の場合は自署又は記名・押印）

－

0 0

0 0

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについて、パ
ンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎機会を捉えて電子申請の周知を図る（平成18年度）（→実施通
知発出（平成18年6月）。電子政府利用促進週間（同年10
月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやす
いホームページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するととも
に、厚生労働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報
を掲載する（平成18年度）。（→平成19年1月、電子申請に関す
る手引書を作成・配布するとともに、厚生労働省ホームページに
掲載。引き続き、ホームページに掲載するとともに、利用者向け
情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに
対する対応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。
引き続き平成19年度においても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。
（→関係団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎電子政府利用促進週間等政府一体として取り組む「出生、入
学、卒業、就職、結婚、退職、死亡」など国民のライフサイクル
に着目した周知広報を実施（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパン
フレットを作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移
行をスムーズに行う（平成19年度）。

◎基礎年金番号と雇用保険被保険者番号との統一に向けた検討を
行う（平成19年度末までに最も効果的な方策について結論を得
る）。（→省内関係部局と協議中。平成19年度も引き続き検
討。）
◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引
き続き検討（平成19年度）。

広 報 ・ 普 及 活 動

そ　　　 の　　　 他

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→
電子申請システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備
中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、
利用者視点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が
効率的に行えるような仕様の公開など、便利で使いやすいものと
する（平成18年度）。（→平成18年7月、システム改修に着手。
平成19年度に引き続き検討。）
◎通知書・届書等について統廃合等を検討する（平成19年度まで
にシステム最適化の基本設計の策定作業を通じて見直しを行
う）。（→引き続き平成19年度においても検討。）

処理時間は紙の場合と同じ

－

－

平日9時～17時

－

24時間365日

－

－

－

－

－

－

－

8.00

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

平成20

3,840 10,240

3.00
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平成16 平成17 平成18 平成19

省略分 6,919,200
通常分 1

省略分
1,381,000（概数）

通常分 2

27.90

7.200

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

◎住民基本台帳ネットワークを活用して年金受給者の生存確認を行う
ことにより、届の提出を省略する（平成18年度）。（→省令改正（平
成18年10月施行）。）
◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子
申請システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、利用
者視点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に
行えるような仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18
年度）。（→平成18年7月、システム改修に着手。平成19年度に引き続
き検討。）

－

－

－

－

－

－

◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効果的
な利用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→引き続き検
討。）

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎機会を捉えて電子申請の周知を図る（平成18年度）（→実施通知発
出（平成18年6月）。電子政府利用促進週間（同年10月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやすい
ホームページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚
生労働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する
（平成18年度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作成・
配布するとともに、厚生労働省ホームページに掲載。引き続き、ホー
ムページに掲載するとともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに対す
る対応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。引き続き
平成19年度においても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。（→
関係団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎電子政府利用促進週間等政府一体として取り組む「出生、入学、卒
業、就職、結婚、退職、死亡」など国民のライフサイクルに着目した
周知広報を実施（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフレッ
トを作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をスムー
ズに行う（平成19年度）。

◎基礎年金番号と雇用保険被保険者番号との統一に向けた検討を行う
（平成19年度末までに最も効果的な方策について結論を得る）。（→
省内関係部局と協議中。平成19年度も引き続き検討。）
◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引き続
き検討（平成19年度）。

広 報 ・ 普 及 活 動

そ　　　 の　　　 他

①保健医療福祉分野におけるPKI認証局の整備状況を踏まえ、添付書類
の電子化について検討を行う（平成18年度）。（→平成19年度より保
健医療福祉分野におけるPKI認証局が運用開始予定。同認証局が発行す
る電子証明書への対応について検討を行う。）

－

年        度

①障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書（受給権
者又は加給年金対象者が障害の場合）（オンライン化未対
応）
②レントゲンフィルム（受給権者又は加給年金対象者が障
害の場合）（オンライン化未対応）

電子署名
（紙の場合は自署又は記名・押印）

【省略できない理由】
①障害の有無、その程度によって給付額に影響するため
②障害の有無、その程度によって給付額に影響するため
【オンライン化できない理由】
①～②事実について確認を行うため、原本が必要

60.00 60.00

省略分 14,880,000
通常分 2

省略分 14,880,000
通常分 2

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

年金受給権者現況届

24,800,000件

厚生年金保険法施行規則35条、51条､68条、厚生年金保険法施行規則昭和61年附則14条、旧厚生年金保険施行規則35条、43条の7､51
条、68条、76条の10〈厚生年金保険法〉､国民年金法施行規則18条、36条、51条、60条の6、国民年金法施行規則昭和61年附則8条、
旧国民年金法施行規則18条、29条、45条、58条、60条の6〈国民年金法〉、船員保険法施行規則73条、82条の3、船員保険法施行規則
附則21条､旧船員保険法施行規則57条、68条の12､73条、82条の3､82条の14の7〈船員保険法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

添　　付　　書　　類

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

平日9時～17時

－

－

24時間365日

－

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

年金受給権者は、引き続き年金を受ける権利があるかどうか、年に1回、社会保険庁長官に現況の届出をしなければならない。
（主な利用者：受給権者、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況 改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

－

シ ス テ ム の 改 善

0.000

6

－

申請者の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は申請者の自署又は記名・押印及び社会保険労
務士の記名押印）

－

－

平成20

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

3

0.000
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平成16 平成17 平成18 平成19

－

0

－

0

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

－

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

年金受給権者が住所や年金の受取先を変更するときは、届書を社会保険事務所長等に提出する。
（主な利用者：受給権者、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況 改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

－

シ ス テ ム の 改 善

0

－

申請者の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は申請者の自署又は記名・押印及び社会保険労
務士の記名押印）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

平日9時～17時

－

－

24時間365日

－

－

添　　付　　書　　類

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

年金受給権者住所・支払機関変更届

1,692,000件

厚生年金保険法施行規則38条、39条、54条、55条、71条、72条、厚生年金保険法施行規則昭和61年附則14条、旧厚生年金保険法施
行規則38条、39条、43条の10、43条の11､54条、55条、71条、72条、76条の13､76条の14〈厚生年金保険法〉、国民年金法施行規則
20条、21条、国民年金法施行規則昭和61年附則8条、旧国民年金法施行規則20条、21条、30条、36条の2､38条、47条、50条、60条、
60条の8〈国民年金法〉、船員保険法施行規則75条の2､75条の3､82条の13船員保険法施行規則昭和61年附則21条、旧船員保険法施行
規則62条、62条の2

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

－

－

年        度

金融機関又は郵便局の証明書（受取先の金融機関を変更す
る場合）（オンライン化未対応）

電子署名
（紙の場合は自署又は記名・押印）

【省略できない理由】
適切な支払事務が行われるようにするため
【オンライン化できない理由】
事実について確認を行うため、原本が必要

0 0.000

3

8.00

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎機会を捉えて電子申請の周知を図る（平成18年度）（→実施通知発
出（平成18年6月）。電子政府利用促進週間（同年10月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやすい
ホームページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、厚
生労働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載する
（平成18年度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書を作
成・配布するとともに、厚生労働省ホームページに掲載。引き続き、
ホームページに掲載するとともに、利用者向け情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに対す
る対応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。引き続き
平成19年度においても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。（→
関係団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎電子政府利用促進週間等政府一体として取り組む「出生、入学、卒
業、就職、結婚、退職、死亡」など国民のライフサイクルに着目した
周知広報を実施（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフ
レットを作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行をス
ムーズに行う（平成19年度）。

◎所要の法改正により住民基本台帳ネットワークシステムを活用して
氏名変更届情報の提供を受けることができる場合、届出を行うことを
要しないものとする予定（平成23年度実施予定）。
◎基礎年金番号と雇用保険被保険者番号との統一に向けた検討を行う
（平成19年度末までに最も効果的な方策について結論を得る）。（→
省内関係部局と協議中。平成19年度も引き続き検討。）
◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引き続
き検討（平成19年度）。

広 報 ・ 普 及 活 動

そ　　　 の　　　 他

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電子
申請システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、利用
者視点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が効率的に
行えるような仕様の公開など、便利で使いやすいものとする（平成18
年度）。（→平成18年7月、システム改修に着手。平成19年度に引き
続き検討。）

－

－

－

－

－

－

◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効果的
な利用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→引き続き検
討。）

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

平成20

50,760 135,360

3.00



No.69

平成16 平成17 平成18 平成19

－

1

－

0.001

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

－

－

－

◎申請データ仕様の公開

◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効果
的な利用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→引き続
き検討。）

平日9時～17時

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎機会を捉えて電子申請の周知を図る（平成18年度）（→実施通知
発出（平成18年6月）。電子政府利用促進週間（同年10月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやすい
ホームページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するとともに、
厚生労働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報を掲載
する（平成18年度）。（→平成19年1月、電子申請に関する手引書
を作成・配布するとともに、厚生労働省ホームページに掲載。引き
続き、ホームページに掲載するとともに、利用者向け情報の充実を
図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに対
する対応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。引き
続き平成19年度においても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。
（→関係団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎電子政府利用促進週間等政府一体として取り組む「出生、入学、
卒業、就職、結婚、退職、死亡」など国民のライフサイクルに着目
した周知広報を実施（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフ
レットを作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行を
スムーズに行う（平成19年度）。

◎基礎年金番号と雇用保険被保険者番号との統一に向けた検討を行
う（平成19年度末までに最も効果的な方策について結論を得る）。
（→省内関係部局と協議中。平成19年度も引き続き検討。）
◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引き
続き検討（平成19年度）。

広 報 ・ 普 及 活 動

そ　　　 の　　　 他

－

－

年        度

①き損した年金証書（オンライン化未対応）

電子署名
（紙の場合は自署又は記名・押印）

【省略できない理由・オンライン化できない理由】
①現物の回収が必要であるため

0 1

0.0010

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

年金証書再交付申請書

140,000件

厚生年金保険法施行規則40条、56条、73条、厚生年金保険法施行規則昭和61年附則14条、旧厚生年金保険法施行規則40条、43条
の12、56条、73条、76条の15〈厚生年金保険法〉､国民年金法施行規則22条、38条、53条、60条の8、国民年金法施行規則昭和61
年附則8条、旧国民年金法施行規則22条、30条、38条、47条、50条、60条、60条の8〈国民年金法〉、船員保険法施行規則75条の
4､82条の13、船員保険法施行規則昭和61年附則21条､旧船員保険法施行規則63条〈船員保険法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

年金受給権者が、年金証書を破り、汚し、又は年金証書を失ったときは、氏名、性別、生年月日及び住所、基礎年金番号・年金
コードを載した申請書を社会保険事務所長等に提出し、年金証書の再交付を受けなければならない。
（主な利用者：受給権者、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況 改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

－

添　　付　　書　　類

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

シ ス テ ム の 改 善

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料
－－

－

24時間365日

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→電
子申請システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備
中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、利
用者視点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が効率
的に行えるような仕様の公開など、便利で使いやすいものとする
（平成18年度）。（→平成18年7月、システム改修に着手。平成19
年度に引き続き検討。）
◎通知書・届書等について統廃合等を検討する（平成19年度までに
システム最適化の基本設計の策定作業を通じて見直しを行う）。
（→引き続き平成19年度においても検討。）

処理時間は紙の場合と同じ

－

申請者の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は申請者の自署又は記名・押印及び社会保険労
務士の記名押印）

－

－－

8.00

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

平成20

4,200 11,200

3.00



No.70

平成16 平成17 平成18 平成19

－

1

－

0.0002

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

－

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

年金受給権者が死亡したときには、戸籍法で定められている死亡の届出義務者は、届書を社会保険事務所長等に提出しなけれ
ばならない。
（主な利用者：個人、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況 改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

－

シ ス テ ム の 改 善

1

－

申請者の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は申請者の自署又は記名・押印及び社会保険労
務士の記名押印）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

平日9時～17時

－

－

24時間365日

－

－

添　　付　　書　　類

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

国民年金・厚生年金保険年金受給権者死亡届

811,000件

厚生年金保険法施行規則41条、57条、74条〈厚生年金保険法〉、国民年金法施行規則24条、38条、53条、60条の8〈国民年金
法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

－

－

年        度

①年金証書（オンライン化未対応）
②死亡を確認できる書類（オンライン化未対応）

電子署名
（紙の場合は自署又は記名・押印）

【省略できない理由】
①現物を回収するため
②死亡の事実について確認するため
【オンライン化できない理由】
①現物を確認するため
②事実について確認を行うため、原本が必要

1

0.0000.000 8.00

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎機会を捉えて電子申請の周知を図る（平成18年度）（→実施通
知発出（平成18年6月）。電子政府利用促進週間（同年10
月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやす
いホームページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するととも
に、厚生労働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報
を掲載する（平成18年度）。（→平成19年1月、電子申請に関す
る手引書を作成・配布するとともに、厚生労働省ホームページに
掲載。引き続き、ホームページに掲載するとともに、利用者向け
情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに
対する対応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。
引き続き平成19年度においても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。
（→関係団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎電子政府利用促進週間等政府一体として取り組む「出生、入
学、卒業、就職、結婚、退職、死亡」など国民のライフサイクル
に着目した周知広報を実施（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパン
フレットを作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移
行をスムーズに行う（平成19年度）。

◎所要の法改正により住民基本台帳ネットワークシステムを活用
して氏名変更届情報の提供を受けることができる場合、届出を行
うことを要しないものとする予定（平成23年度実施予定）。
◎基礎年金番号と雇用保険被保険者番号との統一に向けた検討を
行う（平成19年度末までに最も効果的な方策について結論を得
る）。（→省内関係部局と協議中。平成19年度も引き続き検
討。）
◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引
き続き検討（平成19年度）。

広 報 ・ 普 及 活 動

そ　　　 の　　　 他

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→
電子申請システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備
中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、
利用者視点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が
効率的に行えるような仕様の公開など、便利で使いやすいものと
する（平成18年度）。（→平成18年7月、システム改修に着手。
平成19年度に引き続き検討。）

－

－

－

－

－

◎申請データ仕様の公開

◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効
果的な利用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→引
き続き検討。）

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

平成20

24,330 64,880

3.00



No.71

平成16 平成17 平成18 平成19

－

0

－

0

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

－

－

－

－

◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効
果的な利用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→引
き続き検討。）

平日9時～17時

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎機会を捉えて電子申請の周知を図る（平成18年度）（→実施通
知発出（平成18年6月）。電子政府利用促進週間（同年10月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやす
いホームページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するととも
に、厚生労働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報
を掲載する（平成18年度）。（→平成19年1月、電子申請に関する
手引書を作成・配布するとともに、厚生労働省ホームページに掲
載。引き続き、ホームページに掲載するとともに、利用者向け情
報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに
対する対応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。
引き続き平成19年度においても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。
（→関係団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎電子政府利用促進週間等政府一体として取り組む「出生、入
学、卒業、就職、結婚、退職、死亡」など国民のライフサイクル
に着目した周知広報を実施（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパンフ
レットを作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移行
をスムーズに行う（平成19年度）。

◎基礎年金番号と雇用保険被保険者番号との統一に向けた検討を
行う（平成19年度末までに最も効果的な方策について結論を得
る）。（→省内関係部局と協議中。平成19年度も引き続き検
討。）
◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引
き続き検討（平成19年度）。

広 報 ・ 普 及 活 動

そ　　　 の　　　 他

－

－

年        度

①身分関係を確認できる市町村長の証明書又は戸籍抄本
（オンライン化未対応）
②生計維持を確認できる書類（オンライン化未対応）
③金融機関又は郵便局の証明書（オンライン化未対応）

電子署名
（紙の場合は自署又は記名・押印）

【省略できない理由】
①本人以外に支払を行うにあたって、支給要件への該当を確認するため
②本人以外に支払を行うにあたって、支給要件への該当を確認するため
③適切な支払事務が行われるようにするため
【オンライン化できない理由】
①～③事実について確認を行うため、原本が必要

1 0

00.000

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

国民年金・厚生年金保険未支給年金保険給付請求書

332,000件

厚生年金保険法施行規則42条、58条、75条〈厚生年金保険法〉、国民年金法施行規則25条､38条、53条、60条の8〈国民年金
法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

死亡した者に支払われるはずであった未払い金・保険給付を遺族が受けようとするときは、請求書を社会保険事務所長等に提
出する。
（主な利用者：受給権者、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況 改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

－

添　　付　　書　　類

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

シ ス テ ム の 改 善

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料
－－

120日（標準処理期間）

24時間365日

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→
電子申請システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備
中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、
利用者視点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が
効率的に行えるような仕様の公開など、便利で使いやすいものと
する（平成18年度）。（→平成18年7月、システム改修に着手。平
成19年度に引き続き検討。）
◎通知書・届書等について統廃合等を検討する（平成19年度まで
にシステム最適化の基本設計の策定作業を通じて見直しを行
う）。（→引き続き平成19年度においても検討。）

処理時間は紙の場合と同じ

－

申請者の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は申請者の自署又は記名・押印及び社会保険労
務士の記名押印）

－

－－

8.00

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

平成20

9,960 26,560

3.00



No.72

平成16 平成17 平成18 平成19

－

0

－

0

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

－

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

一定の条件に該当し遺族年金を請求するときは、社会保険事務所長等に請求書を提出する。
（主な利用者：受給権者、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況 改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

－

シ ス テ ム の 改 善

0

－

申請者の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は申請者の自署又は記名・押印及び社会保険労
務士の記名押印）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

平日9時～17時

－

30日

24時間365日

－

－

添　　付　　書　　類

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書

258,000件

厚生年金保険法施行規則60条、60条の2、施行規則附則10〈厚生年金保険法〉、船員保険法施行規則81条、81条の2、81条の4
〈船員保険法〉、国民年金法施行規則39条、40条〈国民年金法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

⑬保健医療福祉分野におけるPKI認証局の整備状況を踏まえ、添
付書類の電子化について検討を行う（平成18年度）。（→平成19
年度より保健医療福祉分野におけるPKI認証局が運用開始予定。
同認証局が発行する電子証明書への対応について検討を行う。）

－

年        度

①請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄
本（オンライン化未対応）
②被保険者であった者の戸籍謄本（オンライン化未対応）
③請求者及び被保険者又は被保険者であった者の基礎年金
番号通知書、年金手帳（オンライン化未対応）
④身分関係を確認できる市町村長の証明書又は戸籍謄本
（オンライン化未対応）
⑤死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書に記載され
た事項の市町村長の証明書（オンライン化未対応）
⑥生計維持を確認できる書類（オンライン化未対応）
⑦レントゲンフィルム（該当する場合）（オンライン化未
対応）
⑧合算対象期間を確認できる書類（該当期間を有する場
合）（オンライン化未対応）
⑨年金加入期間確認通知書（共済の期間がある場合）（オ
ンライン化未対応）
⑩年金証書（オンライン化未対応）
⑪金融機関又は郵便局の証明書（オンライン化未対応）
⑫請求者の障害の状態を認めるべき書類（該当する場合）
（オンライン化未対応）
⑬障害の程度に関する医師又は歯科医師の証明書（請求者
又は加算額対象者が1級又は2級の障害の状態にある場合）
（オンライン化未対応）

電子署名
（紙の場合は自署又は記名・押印）

【省略できない理由】
①本人確認のため
②支給要件への該当を確認するため
③基礎年金番号を確認するため
④支給要件への該当を確認するため
⑤死亡の事実について確認するため
⑥給付の決定に際し、事実の確認が必要なため
⑦障害の有無、その程度によって給付額に影響するため
⑧給付の決定に際し、事実の確認が必要なため
⑨給付の決定に際し、事実の確認が必要なため
⑩年金証書のコードを確認するため
⑪適切な支払事務が行われるようにするため
⑫障害の有無、その程度によって給付額に影響するため
⑬障害の有無、その程度によって給付額に影響するため
【オンライン化できない理由】
①～⑬事実について確認を行うため、原本が必要

0

00 8.00

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎機会を捉えて電子申請の周知を図る（平成18年度）（→実施通
知発出（平成18年6月）。電子政府利用促進週間（同年10
月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやす
いホームページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するととも
に、厚生労働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報
を掲載する（平成18年度）。（→平成19年1月、電子申請に関す
る手引書を作成・配布するとともに、厚生労働省ホームページに
掲載。引き続き、ホームページに掲載するとともに、利用者向け
情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに
対する対応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。
引き続き平成19年度においても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。
（→関係団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎電子政府利用促進週間等政府一体として取り組む「出生、入
学、卒業、就職、結婚、退職、死亡」など国民のライフサイクル
に着目した周知広報を実施（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパン
フレットを作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移
行をスムーズに行う（平成19年度）。

◎基礎年金番号と雇用保険被保険者番号との統一に向けた検討を
行う（平成19年度末までに最も効果的な方策について結論を得
る）。（→省内関係部局と協議中。平成19年度も引き続き検
討。）
◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引
き続き検討（平成19年度）。

広 報 ・ 普 及 活 動

そ　　　 の　　　 他

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→
電子申請システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備
中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、
利用者視点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が
効率的に行えるような仕様の公開など、便利で使いやすいものと
する（平成18年度）。（→平成18年7月、システム改修に着手。
平成19年度に引き続き検討。）
◎通知書・届書等について統廃合等を検討する（平成19年度まで
にシステム最適化の基本設計の策定作業を通じて見直しを行
う）。（→引き続き平成19年度においても検討。）

処理時間は紙の場合と同じ

－

－

－

－

－

◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効
果的な利用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→引
き続き検討。）

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

平成20

7,740 20,640

3.00



No.74

平成16 平成17 平成18 平成19

－

119

－

0.002

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

－

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

国民年金第3号被保険者の資格を取得した者及びその他第3号被保険者に関して変更があったときは、届書を社会保険事務所長
等に提出しなければならない。
（主な利用者：被保険者、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況 改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

－

シ ス テ ム の 改 善

61

－

申請者の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は申請者の自署若しくは記名・押印、事業主の
自署若しくは記名・押印及び社会保険労務士の記名押印）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

平日9時～17時

－

24時間365日

－

－

添　　付　　書　　類

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認・資格喪失・死亡・氏名変更・生年月日変更・性別変更届

 6,777,000件

国民年金法施行規則1条の2、3条、4条、6条、6条の2、6条の3、7条、8条〈国民年金法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

①添付について見直しを検討する（平成18年度）。（→省令改正
（平成18年10月施行）。）

－

年        度

①年金手帳又は基礎年金番号を確認できる書類（オンライ
ン化未対応）
②生計維持を確認できる書類（取得、種別変更、種別確認
の場合）（オンライン化未対応）
③氏名及び性別及び生年月日を確認できる書類（日本国内
に住所がない場合）（オンライン化未対応）

電子署名
（紙の場合は自署又は記名・押印）

【省略できない理由】
①基礎年金番号の確認（省略を検討）及び変更手続時には現物への記載の必要があるため
②種別の決定に際し、生計維持の事実について確認を行うため
③変更の事実について確認を行うため
【オンライン化できない理由】
①現物が必要なため
②③事実について確認を行うため、原本が必要

0.001

119

0.002 8.00

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎機会を捉えて電子申請の周知を図る（平成18年度）（→実施通
知発出（平成18年6月）。電子政府利用促進週間（同年10
月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやす
いホームページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するととも
に、厚生労働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報
を掲載する（平成18年度）。（→平成19年1月、電子申請に関す
る手引書を作成・配布するとともに、厚生労働省ホームページに
掲載。引き続き、ホームページに掲載するとともに、利用者向け
情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに
対する対応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。
引き続き平成19年度においても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。
（→関係団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎社会保険及び労働保険関係手続のオンライン利用の広報に関す
る共通のリーフレットを作成し、年度更新関係書類に同封（平成
19年2～3月）。
◎電子政府利用促進週間等政府一体として取り組む「出生、入
学、卒業、就職、結婚、退職、死亡」など国民のライフサイクル
に着目した周知広報を実施（平成19年度）。
◎大規模事業所への個別訪問による協力依頼（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパン
フレットを作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移
行をスムーズに行う（平成19年度）。

◎所要の法改正により住民基本台帳ネットワークシステムを活用
して氏名変更届情報の提供を受けることができる場合、届出を行
うことを要しないものとする予定（平成23年度実施予定）。
◎労働保険と事業所（事業場）コードの統一等に向けた検討を進
める（平成23年度末までのできる限り早期）。（→省内関係部局
と協議中。平成19年度も引き続き検討。）
◎基礎年金番号と雇用保険被保険者番号との統一に向けた検討を
行う（平成19年度末までに最も効果的な方策について結論を得
る）。（→省内関係部局と協議中。平成19年度も引き続き検
討。）
◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引
き続き検討（平成19年度）。

広 報 ・ 普 及 活 動

そ　　　 の　　　 他

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→
電子申請システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備
中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、
利用者視点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が
効率的に行えるような仕様の公開など、便利で使いやすいものと
する（平成18年度）。（→平成18年7月、システム改修に着手。
平成19年度に引き続き検討。）

処理時間は紙の場合と同じ

－

－

－

－

◎申請データ仕様の公開

◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効
果的な利用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→省
内に設置した部局間連携推進分科会において検討中。）
◎電子証明書の取得費用等に対する税額控除の措置について税制
改正要望を実施（既存税制で対応との結論）。

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

平成20

203,310 542,160

3.00



No.76

平成16 平成17 平成18 平成19

－

2

－

0.002

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

－

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

国民年金の保険料を追納するときは、申込書を社会保険事務所長等に提出する。
（主な利用者：被保険者、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況 改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

－

シ ス テ ム の 改 善

1

－

申請者の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は申請者の自署又は記名・押印及び社会保険労
務士の記名押印）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

平日9時～17時

－

15日（標準処理期間）

24時間365日

－

－

添　　付　　書　　類

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

国民年金保険料追納申込書

170,000件

国民年金法施行規則78条〈国民年金法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

②添付について見直しを検討する（平成18年度）。（→引き続き
検討。）

－

年        度

①被保険者の資格喪失した後に氏名や住所を変更している
場合で、追納申し込みをしようとする時にそれらの事項を
確認できる書類（オンライン化未対応）
②年金手帳（オンライン化未対応）

電子署名
（紙の場合は自署又は記名・押印）

【省略できない理由】
①変更のあった事項について確認を行うため
②基礎年金番号を確認するため（省略を検討）
【オンライン化できない理由】
①②事実について確認を行うため、原本が必要

0.001 0.000

1

8.00

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎機会を捉えて電子申請の周知を図る（平成18年度）（→実施通
知発出（平成18年6月）。電子政府利用促進週間（同年10
月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやす
いホームページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するととも
に、厚生労働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報
を掲載する（平成18年度）。（→平成19年1月、電子申請に関す
る手引書を作成・配布するとともに、厚生労働省ホームページに
掲載。引き続き、ホームページに掲載するとともに、利用者向け
情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに
対する対応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。
引き続き平成19年度においても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。
（→関係団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎電子政府利用促進週間等政府一体として取り組む「出生、入
学、卒業、就職、結婚、退職、死亡」など国民のライフサイクル
に着目した周知広報を実施（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパン
フレットを作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移
行をスムーズに行う（平成19年度）。

◎基礎年金番号と雇用保険被保険者番号との統一に向けた検討を
行う（平成19年度末までに最も効果的な方策について結論を得
る）。（→省内関係部局と協議中。平成19年度も引き続き検
討。）
◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引
き続き検討（平成19年度）。

広 報 ・ 普 及 活 動

そ　　　 の　　　 他

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→
電子申請システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備
中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、
利用者視点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が
効率的に行えるような仕様の公開など、便利で使いやすいものと
する（平成18年度）。（→平成18年7月、システム改修に着手。
平成19年度に引き続き検討。）
◎通知書・届書等について統廃合等を検討する（平成19年度まで
にシステム最適化の基本設計の策定作業を通じて見直しを行
う）。（→引き続き平成19年度においても検討。）

処理時間は紙の場合と同じ

－

－

－

－

◎申請データ仕様の公開

◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効
果的な利用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→引
き続き検討。）

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

平成20

5,100 13,600

3.00



No.77

平成16 平成17 平成18 平成19

－

0

－

0

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

－

－

－

◎申請データ仕様の公開

◎インセンティブについて利用者の意向の把握に努め、さらに効
果的な利用促進のための方策を検討する（平成18年度）。（→引
き続き検討。）

平日9時～17時

厚生労働省電子申請・届出システム http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html

◎オンラインによる手続が可能となっていることについ
て、パンフレット、ホームページ等で公表。
◎ヘルプデスクを設置し、利用しやすい環境を整備。

－

◎機会を捉えて電子申請の周知を図る（平成18年度）（→実施通
知発出（平成18年6月）。電子政府利用促進週間（同年10
月）。）
◎ホームページでの案内の充実（平成18年度）。（→利用しやす
いホームページに向けて検討中。平成19年度も引き続き検討。）
◎電子申請に関する利用者向け手引書を作成・配布するととも
に、厚生労働省ホームページに同手引書その他利用者向けの情報
を掲載する（平成18年度）。（→平成19年1月、電子申請に関す
る手引書を作成・配布するとともに、厚生労働省ホームページに
掲載。引き続き、ホームページに掲載するとともに、利用者向け
情報の充実を図る。）
◎引き続きヘルプデスクを設置し、電子申請に係る問い合わせに
対する対応の充実に努める（平成18年度）。（→従来より設置。
引き続き平成19年度においても対応。）
◎関係団体と協力して広報・普及活動に努める（平成18年度）。
（→関係団体に協力依頼済（平成18年5月）。）
◎電子政府利用促進週間等政府一体として取り組む「出生、入
学、卒業、就職、結婚、退職、死亡」など国民のライフサイクル
に着目した周知広報を実施（平成19年度）。
◎電子申請システムのe-Govへの移行時期に合わせ周知用のパン
フレットを作成し、厚生労働省電子申請・届出システムからの移
行をスムーズに行う（平成19年度）。

◎基礎年金番号と雇用保険被保険者番号との統一に向けた検討を
行う（平成19年度末までに最も効果的な方策について結論を得
る）。（→省内関係部局と協議中。平成19年度も引き続き検
討。）
◎公法人化に向けた対応（平成19年度）。
◎アンケート調査結果を踏まえたさらなる利用促進策について引
き続き検討（平成19年度）。

広 報 ・ 普 及 活 動

そ　　　 の　　　 他

①添付について見直しを検討する（平成18年度）。（→引き続き
検討。）

－

年        度

①年金手帳（オンライン化未対応）
②被保険者の死亡を確認できる書類（請求者が相続人であ
る場合）（オンライン化未対応）
③相続人を確認できる書類（請求者が相続人である場合）
（オンライン化未対応）

電子署名
（紙の場合は自署又は記名・押印）

【省略できない理由】
①基礎年金番号を確認するため（省略を検討）
②本人以外に支払を行うにあたって、死亡の事実について確認を行うため
③本人以外に支払を行うにあたって、相続の事実について確認を行うため
【オンライン化できない理由】
①～③事実について確認を行うため、原本が必要

0

0 0

0

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

オンライン利用促進のための行動計画（厚生労働省）

国民年金保険料還付請求書

872,000件

国民年金法93法、国民年金法施行令9条、国民年金法施行規則80条〈国民年金法〉

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

前納保険料の還付を受けようとするときは、請求書を社会保険事務所長等に提出する。
（主な利用者：被保険者であった者、代理申請率：－）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況 改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

－

添　　付　　書　　類

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

シ ス テ ム の 改 善

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料
－－

30日（標準処理期間）

24時間365日

◎利用可能な電子証明書の種類を拡大する（平成18年度）。（→
電子申請システムのe-Govへの移行に合わせて対応するべく準備
中。）
◎eーGovへの移行によりオンライン申請受付システムについて、
利用者視点に立った手続案内、企業内データを活用した申請等が
効率的に行えるような仕様の公開など、便利で使いやすいものと
する（平成18年度）。（→平成18年7月、システム改修に着手。
平成19年度に引き続き検討。）
◎通知書・届書等について統廃合等を検討する（平成19年度まで
にシステム最適化の基本設計の策定作業を通じて見直しを行
う）。（→引き続き平成19年度においても検討。）

処理時間は紙の場合と同じ

－

申請者の電子署名及び社会保険労務士の電子署名
（紙の場合は申請者の自署又は記名・押印及び社会保険労
務士の記名押印）

－

－－

8.00

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

平成20

26,160 69,760

3.00


